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は  じ  め  に 
 

 私たちのまち相模原は、雄大な相模川の流れや相模野の面影を残したみどり豊かな自然環境

に恵まれ、先人のたゆみない努力のもと、６０万都市として着実な発展を遂げ、本年１１月に

は市制施行５０周年を迎えます。 

 近年の環境問題は、地球温暖化やオゾン層破壊、酸性雨などに代表される地球規模の問題か

ら、ダイオキシン類、環境ホルモンといった身近な問題まで多岐にわたっており、将来の世代

に深刻な影響を及ぼすことが懸念されております。 

 これらの環境問題の解決には、環境への負荷や影響を多面的にとらえながら、私たち一人ひ

とりがこれまでの日常生活や事業活動を真剣に見直すことが必要であるとともに、良好な環境

を後世に引き継ぐためにも、市民・事業者・行政が一体となって協力、連携し、パートナーシ

ップの構築を図りながら取り組んでいかなければなりません。 

 こうした状況を踏まえ、本市では、「相模原市環境基本条例」を制定するとともに、ゆとり

あるみどり豊かな環境共生都市を目指して『相模原市環境基本計画』を策定し、環境に与える

負荷が低減された循環型社会の実現に向けて、環境の保全と創造のための施策を積極的に展開

しています。環境問題は広範で多様ですが、今後とも市民、事業者の方々との協働によって、

望ましい環境像「環境共生都市さがみはら」の実現に努めてまいります。 

 この報告書は『相模原市環境基本計画』に基づいて、平成１５年度の本市の環境に関する施

策の取り組み結果についてまとめたものです。環境につきまして、改めてご理解を深めていた

だく一助となれば幸いです。 
 
 
 
 
平成１６年１０月 

 
 

                       相模原市長  小 川 勇 夫 
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本編 第３章の表記等について 

 
（１） 具体的目標で掲げた数値目標については、特に定めのあるものを除いて、基準年 

を平成１２年度とし、目標の目途を平成１７年度としている。 
（２） 文中の各表で掲げた年度及び実績については、平成○○年度とあるものは当該年 

度における単年度実績を指し、平成○○年度末とあるものは当該年度末の累計実績 
を指している。 
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第１章  本市の現況 
 
１ 位置、地形 
 本市は、首都東京から40kｍ圏で神奈川県の北部に位置し、相模川と境川の一部を長辺とするほ
ぼ長方形に近い形をしており、面積は90.41ｋ㎡です。 
 地形を見ると、相模野の平らな台地が、上段・中段・下段の3段になっています。 
 これらの台地の間には、斜面緑地があり、相模川とともに本市の水とみどりの骨格を形成してい

ます。 
相模原市の位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 人口 
 昭和29年（1954年）市制施行の際には、約8万人の人口でしたが、昭和40年代(1960年代半ば)以
降には首都圏のベッドタウンとして人口が急増し、急速な都市化が進み、平成15年4月1日現在の本
市の人口は616,355人になりました。 
 しかしながら、近年は人口の増加傾向は鈍化してきており、平成33年（2021年）頃には、66万人
位で人口のピークに達した後、減少に転じると予想されています。 
 
 
３ 土地利用 
 本市では、大部分が平らな台地であるという地形上の特性から、住宅用地、商業用地、工業用地

としての利用に適しており、高度経済成長期の首都圏の人口集中や産業集積に伴い、急速に都市化

が進みました。 
 現在、市域の約7割が市街化区域となっており、その多くが住宅地として利用されています。 
また、市内には相模総合補給廠などの3つの米軍施設が存在し、市域の4.9％を占めています。 

 
 
 

◎さいたま市 
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４ 自然環境 
 本市は、上段の台地部を中心に工業団地や住宅地が広がっています。急速な都市化に伴い、緑被

地は昭和47年から平成14年の間に、約46％減少しましたが、相模川や段丘崖にはまだ自然が残って
います。 
 本市の自然はその地形にほぼ対応しており、水辺を中心とする低地部、崖線の樹林が残る斜面部

（段丘の中・下段）、市街地を中心とする台地部（段丘上段）に区分することができます。斜面樹林

ではタヌキやイタチなどのほ乳類が生息し、また、湧水地ではホタルやホトケドジョウが見られま

す。 
植生断面配置模式図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ みどり 
 本市における1,000㎡以上の緑被地量は全体で1,995.5ha、緑被地率は22.1％になっています。街
路樹は若干増加しているものの、草地や農地は減少の傾向が見られます。現在、まとまりのある樹

林地を含む644haが首都圏近郊緑地保全地域に指定され、このうち177haは近郊緑地特別保全地区
として良好な緑地の確保が図られています。 
 

群緑被地の現況 
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６ 交通 
 本市の主な交通手段は、鉄道、バス、     鉄道及び国道の配置状況 
自動車及び自転車からなっています。 
 鉄道（ＪＲ横浜線、ＪＲ相模線、小 
田急小田原線、小田急江ノ島線、京王 
相模原線）は、東京や横浜に直結する 
重要な交通手段として多くの市民に利 
用されています。 
 道路は、広域的な道路として、さが 
み縦貫道路が都市計画決定され、早期 
整備が望まれています。また、都市間 
を結ぶ骨格的道路として国道16号や 
国道129号などが整備され、これらを 
補完する道路とで格子状の道路交通網が形成されています。 
 主要な交通を担う鉄道や国道16号などの骨格的な道路は、市の外縁部を三角形状に通ることから、
市内の公共交通機関として、バスが広く利用され、また、鉄道駅周辺地区では自転車の利用が多く

なっています。 
 しかし、生活の多様化などから自動車への依存が高まり、バスの定時運行に対する信頼性の低下

やバス利用者が減少しているとともに、自動車交通量の増加により、各所で交通混雑や生活道路へ

の通過交通の進入など生活環境の悪化をもたらしています。 
 また、高齢社会を迎え身近な交通手段として一層自動車の増加が予想されることから、交通需要

の調整と同時に公共交通機関網の充実や道路等の交通施設の整備が求められています。 
 
 
７ 居住環境 
 相模原都市建設区画整理事業（いわゆる軍都計画）による整然とした街区が市の中央部に見られ

る一方で、急速な都市化に伴うスプロール化などによる弊害が見受けられるようになりました。 
 その結果、みどりやオープンスペースが減少するとともに、住宅の過密化、住宅と工場の混在、

幹線道路沿道の居住環境の悪化などが生じています。 
 
 
８ 地球環境 
 地球環境保全のため国際的な枠組みで取り組まれているものは、地球温暖化の防止、オゾン層の

保護、酸性雨の防止、海洋汚染の防止、有害廃棄物の越境移動の規制、森林の保全と持続可能な経

営の達成、生物多様性の保全、砂漠化への対処、国際的に高い価値が認められている環境の保全な

どがあげられます。 
 本市はその都市の規模から、市全体としての環境負荷は小さなものではないため、地球環境保全

に向け、市民・事業者・行政が一体となってライフスタイルや事業活動の変革を進めることが求め

られています。 
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■ 生活環境 ■ 
・大気汚染 ・水質汚濁 
・騒音   ・振動 
・廃棄物     など 

■ 自然環境 ■ 
・気象 ・地象 ・植物 
・動物 ・自然景観 
・自然災害    など 

■ 都市環境 ■ 
・産業 ・土地利用 
・交通 ・上下水道 
・公共施設    など 

■ 快適環境 ■ 
・公園   ・緑地 
・都市景観 ・文化財 
・地域コミュニティーなど 

■ 広域環境 ■ 
・地球環境問題 
・広域連携 
・国際交流    など 

■ 環境学習 ■ 
・ライフスタイル 
・環境保全活動 
・環境情報    など 

第２章  相模原市環境基本計画の概要 
 
１ 計画の趣旨 
 現在、わたくしたちの住む地球のいたるところで様々な環境問題が生じています。そのほとんど

が都市の拡大に伴う開発行為や資源・エネルギーを大量に消費する社会経済活動及びライフスタイ

ルに起因するものです。 
 このような環境問題を解決するためにも、市民一人ひとりが環境問題への理解を深め、生活や活

動のあり方を見直すとともに、それぞれの責任と役割を認識して行動し、環境への負荷の少ない循

環型社会づくりに向けて努力していくことが求められています。 
 こうした状況を踏まえ、本市の特性に応じた環境施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「相

模原市環境基本計画」を策定しました。この計画に基づき、環境に与える負荷が軽減された循環型

社会の実現に向けて、環境保全のための行動が一層広まるよう、市民、事業者と協働して積極的な

取り組みを進めていきます。 
 
２ 計画期間 
 計画期間は、平成 13年度から平成 22年度までとします。 
 
３ 計画の対象 
 本計画では、わたくしたちの暮らしに深く関わるものから地球的規模の環境まで幅広く対象範囲

として捉えることとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 望ましい環境像・環境目標・重点施策 
 相模原市の望ましい環境像「環境共生都市 さがみはら」の実現に向けて 4つの環境目標を掲げ
総合的な施策の展開を図ります。また、緊急性・重要性が高い施策については、「重点施策」として

具体的な目標を掲げ、平成 17年度を目途に推進します。 
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望ましい環境像 

『環境共生都市 さがみはら』 

                      連携                
 
    普及・啓発                          普及・啓発 

支援・育成         協力・意見・提言         支援・育成 
      
    
   調査・審議 
                                        連携  
         
    報告 

事 業 者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 計画の推進体制・進行管理 
 計画を実効性あるものとするために、次のような推進体制により、計画の進捗状況の把握と点検

を行い、継続的な進行管理を進めます。 
 また、進行管理は、計画に掲げた重点施策を中心に環境マネジメントシステムとの整合を図りな

がら、進捗状況について定期的に把握するとともに、その結果を、様々な方法を用いて随時一般に

公表します。また、環境審議会、環境マネジメントシステムにおける監査・審査、各主体の意見交

換などを通じて、環境施策の進捗状況や目標の達成状況を点検し、それに基づいて計画の見直しや

改善を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.自然との共生         3.循環型社会の構築 
 ○自然を守り育てるまち      ○資源・エネルギーを大切にするまち 
 ○自然とふれあえるまち      ○リサイクル・リユースを進めるまち 
 
2.人にやさしいまちづくり    4.環境パートナーシップの形成 
 ○健康に暮らせるまち       ○環境を思いやるまち 
 ○安全でゆとりのあるまち     ○市民・事業者・行政が実践し、 
 ○五感にやさしいまち       連携するまち 

1. 身近な自然を守り育てる 
2. 水辺環境の保全 
3. 有害化学物質等への対策 
4. 歩きやすく、自転車に乗りやすいまちづくり 
5. 資源・エネルギーの効率的使用 
6. 環境行動の実践に向けて 

各主体の推進体制 

市民・民間団体 

環

境

審

議

会 

国

・

県

等

関

係

機

関

 行 政  
相 模 原 市 環 境

基本計画推進会議

  
連携 

環境マネジメント

システム推進組織

指示     報告        報告 
各 部 局  環 境 担 当 部 局

環境目標 

重点施策 
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第３章 相模原市環境基本計画の進捗状況 
 

重点施策１：身近な自然を守り育てる 

［基本方針］ 
わたくしたちの生活圏においてみどりを創出し、都市化する環境の中に再び自然を取り戻す

とともに、身近な生きものを守り育てる施策を展開します。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：指標動植物種の生育・生息を維持・回復します。（環境対策課） 
 
［実績］ 
 相模原市自然環境観察員制度として登録した８１人の市民ボランティアにより、自然環境調査等

を実施した。 
 

自然環境観察員の活動状況 
・身近な生きもの調査 

調査対象 調査期間 結  果 

野鳥（6種）の調査 4月20日～ 6月3日 調査した309地区中298地区で確認 

帰化植物の分布調査 8月30日～11月7日 調査した299地区中272地区で確認 

 
・かんきょう学習セミナー 
 実施内容 実施日 参加者数 

第1回 
・自然環境観察員制度について 

・野鳥の調査について 
4月20日 61人 

第2回 
・帰化植物の分布調査について 

・帰化植物現地講習会 
8月30日 41人 

第3回 
・平成15年度の調査結果について 

・平成16年度の事業計画について 
2月 1日 23人 

 
目標２：自然環境観察会等のイベントを年に50回以上開催します。（環境対策課・みどり対策

課・公民館・博物館・ビレッジ若あゆほか） 
 
［実績］ 

自然観察会等のイベントの開催状況 
平成15年度 

実施機関 平成14年度 
事業数 参加者数 

環 境 対 策 課 な ど 13回 12回 延べ   431人 

各 公 民 館 46回 43回 延べ  1,580人 

博 物 館 14回 11回 延べ  2,258人 

ビ レ ッ ジ 若 あ ゆ 4回 4回 延べ   884人 

合    計 77回 70回 延べ  5,153人 

 
         ※市が助成等を行っている団体が主催しているものを含む。 
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目標３：一人当たりの公園等の緑地面積を5.7㎡とします。（みどり対策課・公園課） 
 
［実績］ 

一人当たりの公園等の緑地面積の状況 
年 度 面 積 一人当たり面積 人 口 

都市公園 166.90ha

緑  地 133.78ha平 成 １ ４ 年 度 末 

合  計 300.68ha

4.88㎡ 616,355人 

都市公園 2.81ha

緑  地 0ha平 成 １ ５ 年 度 

合  計 2.81ha

都市公園 169.71ha

緑  地 133.78ha累     計 

合  計 303.49ha

4.89㎡ 620,599人 

 
目標４：緑地保全地区の指定面積を199ha とします。（みどり対策課） 
 
［実績］ 
 平成15年度は緑地保全地区指定予定地の調査を行った。 
 

 緑地保全地区の指定面積の状況 
年 度 平成14年度末 平成15年度 累 計 

近 郊 緑 地 特 別 保 全 地 区 177ha 0ha 177ha 

緑 地 保 全 地 区 4ha 0ha 4ha 

合             計 181ha 0ha 181ha 

 

目標５：みどりのネットワークの整備延長距離を28km（緑道）とします。（公園課） 
 
［実績］ 

緑道の整備延長の状況 
内 容 平成14年度末 平成15年度 累 計 

緑 道 整 備 延 長 29.14km 0km 29.14km 

 
２ 行政の取り組み（具体的目標に掲載したものを除く。以下、同様。） 
 
 
（１）農地の保全等に係わる事業の推進 
 
○ 相模原農業振興地域整備計画（農政課） 

相模原農業振興地域整備計画を定め、農業振興、農地の保全等を図っている。平成12･13
年度に整備計画の見直しを行い、平成15年度は、相模原農業振興地域整備計画の変更を行っ
た。 

 
○ 市民農園整備の推進（農政課） 

農業者以外の市民が自ら野菜や草花を栽培することで、農業に対する理解を深めるため、

市が地権者から農地を借り受け、市民農園として整備を行い、市民に有償で貸し付けを行っ

た。 
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コミュニティ農園レクリエーション農園の整備状況 
平成14年度末 平成15年度末 

内 容 
箇所数 区画数 面積（㎡） 箇所数 区画数 面積（㎡）

コ ミ ュ ニ テ ィ 農 園 0 0 0 1 26 1,853

レクリエーション農園 71 3,321 83,911 68 3,235 81,779

 
 
○ 生きがい農園整備の推進（高齢者福祉課） 

市民農園の一部を高齢者用として１区画10㎡で60歳以上の市民に（１世帯につき１区画）
無償で貸し付けを行った。 

 
生きがい農園の整備状況 

内 容 平成14年度末 平成15年度 累 計 

区   画   数 978区画 廃止20区画 958区画 

 
○ 地場農産物ブランド化の促進（農政課） 

市内で生産される農産物の市内消費を促進するための取り組み

であり、第一段階では消費者に市内農産物の認知度を高めること

を目的としている。 
平成10年度には「さがみ長寿いも」（ヤマトイモ）のブランド
化に着手し、平成12年度には加工農産物のブランド化として相模
原市オリジナルの漬物の開発を行った。平成13年度には市内農産
物の消費啓発を目的とした統一ブランド事業の導入に着手し、統

一ブランド名とそのマーク「さがみはらのめぐみ」を作成した。 
平成14年度は、市内農産物のブランド化登録のために基準づく
りや、登録の際の認定機関である「さがみはら農産物ブランド協

議会」を設立し、平成15年度の登録に向けて「さがみはら農産物
ブランド品登録要領」を制定した。 
 平成15年度には、「さがみはら農産物ブランド協議会」を2回開催し、野菜、果樹等を合
わせ、合計53品目の登録認定を行った。また、市内量販店の協力のもと、「さがみはらのめ
ぐみ祭り」を2回開催した。 

 
○ 農地違反転用等パトロールの実施（農業委員会事務局） 

違反転用農地の捕捉を行うため、市内8地区（大沢、田名、上溝、当麻、下溝、磯部、新
戸、麻溝台）に所在する農地のパトロールを月1回の割合で年間12回実施した。 

 
 
（２）自然環境の保全に向けた自然観察会等の開催 
 
○ 夏休み環境教室の開催（環境保全課） 
    簡単な実験を交えながら水質汚濁、ダイオキシンの状況を学習した。 
 
              夏休み環境教室の開催状況 

開催日 内 容 参加者数 

7月23日 川の生き物と水の汚れ 23人

8月 １日 くらしとダイオキシン類 26人

 

▼統一ブランドのマーク 
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○ 水辺のサマースクール（みどり対策課） 
小学校3年生から6年生を対象に、相模川ふれあい科学館とその周辺で水辺の生きものにつ
いて学びながら、相模川及び環境保全に対する意識を高めることを目的として行った。平成

15年度は7月から8月までに延べ6日間開催し、128人の参加を得た。 
 
 
○ 農業体験学習（水田体験）（農政課） 

市内在住の小学校5･6年生（保護者も参加）を対象に相
模原市農業体験学習推進協議会が実施した。平成15年度は、
6月に田植え体験、7月に草取り体験、8月に農業めぐり、
10月に稲刈り体験、また、11月には、農業まつり会場にて
もちつきを実施し、108人の参加があった。 

 
 
○ 博物館における活動状況 

講座名 内 容 参加者数

植物講座 

「さがみはらタンポポ調査2003」 

市民参加による市域のタンポポ調査を通じ、土地利用と植生の関係

を学んだ。 

延べ 

60人

講演会 

「化石から見た250万年前の相模原」 

約250万年前に堆積したと考えられる「中津層群」から発見されてい

る化石について学んだ。 

 

125人

講演会 

「田んぼと里山をいかす」 

地域の自然環境を形づくってきた田んぼと里山の関係を保全してい

く重要性と市民活動について学んだ。 

 

120人

講演会「相模原のセミ－5年間の調査

をふりかえって」 

市民参加により実施したセミのぬけがら調査5年間の成果を紹介し

た。 

 

40人

植物講座「花の観察と植物画」 

「描く」という行為をとおして植物の構造などを学び、植物画の初

歩的な手法に触れた。 

延べ 

40人

地質講座 

「街の中の岩石観察ウォーキング」 

ビルの壁や公園の石垣などに利用されている石材を観察し、身近な

岩石を知るとともに岩石学の初歩を学習した。 

延べ 

80人

動物講座 

「川の生き物を観察しようⅠ」 

河川には、どのような生き物が生息しているかを、観察や採集を通

じて学習した。 

延べ 

68人

こども天文教室 

天文の講話や実習を通じて子どもたちの天文宇宙や自然科学への興

味・関心を高めた。 

延べ 

63人

星空観望会 

季節に応じた天文の観測により天文知識の普及を図った。（全25回

開催） 

延べ 

1,133人

こども自然教室 野外で実際に調べたり観察したりしながら自然について学習した。 
延べ 

326人

夏休み親子天文教室 

望遠鏡の仕組みを学びながら望遠鏡を工作し、天体観測まで行うこ

とで天文への興味を深めた。 

延べ 

203人

 
 
 
 
 

▼農業体験学習（田植え体験） 
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○ 相模川自然の村野外体験教室における活動状況 
事業名 内  容 実施日 参加者数

ちびっ子わんぱく大冒険 
自然の村や周辺の自然の中で豊かな体験をするとともに、他

校の児童との活動を通して協調性と相互の友情を培った。 
8月6日､7日 85人

若あゆチャレンジ教室 
テーマの素材を採集しながら自然の村周辺の自然に親しみ作

品を創り上げる活動を通して家族の絆を深めた。 
8月23日 85人

若あゆファミリー収穫祭 

稲刈りや餅つき体験など、自然の村周辺の秋を楽しみなが

ら、児童、生徒と保護者の絆を深め、自然の村や地域への理

解を図った。 

10月19日 123人

若 あ ゆ ク ラ ブ 農業体験を通して子ども達の生きる力を育んだ。 

5月10日 

6月7日 

7月12日､13日 

8月2日 

9月13日 

10月11日 

11月8日､9日 

12月6日 

延べ591人

 
○ 自然観察ガイドブックの提供（環境対策課） 

平成10年度から3年間実施した相模原市自然環境基礎調査の結果に基づき、身近な自然に
触れ合っていただくことを目的に「自然観察ガイドブック」を提供した。 

 
 
（３）公園、緑地、緑道の整備 
 
○ 公園等の整備の状況（公園課） 

平成15年度は、「相模原麻溝公園」の拡大（園
路）のほか、「橋本公園」（近隣公園）や、「南台

公園」をはじめとする街区公園の開設などにより、

市内の公園面積は約2.81ha増加した。 
 
○ 公共施設の緑化（みどり対策課） 

公共施設の緑化指導の対象とする建築物は、市が

発注する建築物で、敷地面積500㎡以上の新築等
（道路内、都市公園内建築物は除く。）に係る建築

工事に適用し、緑化目標として緑地率20％以上、緑
被率30％以上を確保する内容の指導を行っている。 

 
○ 道路整備に伴う植樹の推進（土木計画課） 

道路を整備する際に歩道等に植樹を行っている。平成15年度に整備した歩道等のうち、 
1,167.5ｍについて植樹を行い、総延長は、111,639ｍとなった。 

▼橋本公園（近隣公園） 
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重点施策２：水辺環境の保全 

［基本方針］ 
将来世代に豊かな水辺を引き継ぐことをめざして、河川や湧水の水質・水量を維持するとと

もに、水辺の生態系を保全する施策を展開します。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：河川水質に関する環境基準を達成します。（環境保全課） 
 
［実績］ 
 境川及び相模川支流4河川（八瀬川、鳩川、姥川、道保川）の5河川13地点において、毎月1回水
質調査を実施している。平成15年度は、228検体、延べ5,343項目の調査を実施した。境川では、
健康項目及び生活環境項目について環境基準を達成していた。相模川支流4河川では、健康項目に
ついて環境基準を達成していた。水質汚濁の指標となるＢＯＤが、鳩川及び姥川で相模川の環境基

準と比較して高い傾向にあり、八瀬川及び道保川では低い傾向にあった。（結果の詳細は、Ｐ42
を参照）。 
 
 
目標２：河川の指標動植物種の生育・生息を維持・回復します。（環境保全課・環境対策課） 
                
 
［実績］ 
 市及び市が助成を行っている事業者団体（「相模原の

環境をよくする会」）が河川生物相調査を実施し、継続

的に指標生物の生息状況を調査している。 
市では、市内を中心に5河川9地点で年2回調査を実施
した。また、相模原の環境をよくする会では、市内を中

心に6河川9地点で年2回調査を実施した。 
 
 

目標３：多自然型河川工法等の整備延長距離を2km以上とします。（河川整備課） 
 
［実績］ 

多自然型河川工法等の整備状況 
河川名 平成14年度末 平成15年度 累 計 

一 級 河 川 道 保 川 377.0ｍ 115.0ｍ 492.0ｍ

準 用 河 川 鳩 川 253.6ｍ 60.0ｍ 313.6ｍ

準 用 河 川 八 瀬 川 140.0ｍ 55.0ｍ 195.0ｍ

合 計 770.6ｍ 230.0ｍ 1,000.6ｍ

 
目標４：市街化調整区域における公共下水道（汚水）の整備を推進します。（下水道整備課） 
 
［実績］ 
 市街化調整区域内の生活排水対策の一環として、公共下水道（汚水）整備事業を推進する。 
330ha（約3,700世帯）を対象としており、平成20年度の完了をめざしている。平成15年度は、測
量65.9ha、設計84.6ha、面整備31.3haを実施した。 

▼河川生物相調査（鳩川八幡橋） 

提供：相模原の環境をよくする会 
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２ 行政の取り組み 
 
（１）河川水質の保全に係わる事業の推進 
 
○ 合流式公共下水道の分流式への改善（下水道整備課） 

汚水と雨水を同じ下水道に流す合流式下水道で整備した中央地区（約393ha）を対象に、
相模川の水質保全のために分流式へ改善する。平成26年度の完了をめざしており、平成15年
度は、490ｍの汚水幹線整備を行った。 

 
○ 合併処理浄化槽設置補助（環境保全課） 

専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する者に対して助成を行い、合併処理浄化槽の設置を

促進している。平成15年度は、合併処理浄化槽16基の設置に対して助成を行った。 
 
○ 特定有害物質使用事業所への立入調査の実施（環境保全課） 

河川の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に規定する特定事業場等への立入調査を

実施している。平成15年度は、水質汚濁防止法に規定する特定事業場等への立入調査を延べ
164件実施した。 

 
 
（２）地下水質の保全、地下水のかん養に係わる事業の推進 

 
○ 湧水の監視（環境対策課） 

相模原市自然環境基礎調査の湧水調査において、

詳細調査を実施した30地点の湧水の状況を調査し、
その変化を捉え今後の保全策を検討する資料とする

ため、平成14年度に、相模原市自然環境観察員制度
に湧水調査部会を設置した。平成15年度は、調査2
年目として麻溝地区、新磯地区の8か所の調査を実
施した。 

 
○ 公共建築物の雨水調整施設の設置（営繕課） 

市が発注する建築物は、開発指導要綱に基づき雨水調整施設を設置している。平成15年度
は、対象物件4件について実施した。 

 
○ 雨水浸透ます設置助成（下水道管理課） 

雨水浸透ますを設置して雨水の流出制御及び地下水のかん養等を図る者に対し、その設置

費用の一部を助成することにより、浸水被害のない安全なまちづくりとともに豊かな自然環

境に資するため平成13年度から実施している。 
 

雨水浸透ます設置助成の状況 
制 度 概 要 一つの助成事業において、雨水浸透ますを２基以上設置していただき、助成対象は４基まで 

新築家屋に設置する場合で ７,０００円 

１基当たりの助成額
既存家屋に設置する場合で１０,０００円 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 累計 

41件 75件 76件 192件
助 成 件 数

158基 276基 286件 720基

▼相模原市自然環境観察員による湧水調査 
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○ 地下水質測定、地下水位測定の実施（環境保全課） 
神奈川県水質測定計画に基づく地下水質調査及び市独自計画として地下水質調査及び地下

水位測定を実施した。 
   ・地下水質調査 
    1k㎡毎に1箇所、計89地点で年2回（内一地点は年1回）延べ2,102項目実施した。 
   ・地下水位調査 
    8地点で毎月1回、30地点で年2回実施した。 
 
○ 透水性舗装の推進（道路整備課・道路補修課・南土木事務所） 

都市計画道路等の新設・改良において、歩道の透水性舗装を積極的に推進している。平成

15年度は、8路線の都市計画道路を含め21工事を実施し、工事延長3,662.9m、舗装面積
12,099.4㎡の整備を行った。 

                 透水性舗装の整備状況 
内  容 平成14年度末 平成15年度 累  計 

工事延長 60,617.9ｍ 3,662.9ｍ 64,280.8ｍ 

舗装面積 151,680.0㎡ 12,099.4㎡ 163,779.4㎡ 

 
（３）生態系に配慮した河川改修等に係わる事業の推進 
 
○ 望地地区地域用水環境整備事業（農政課） 

環境に配慮した農業用水路の整備を促進するため、生物の生息空間を保全し、自然環境と

の調和を図りながら、用水路の改修、水路沿いのあぜ道の整備、隣接するキャンプ場の改修

を行い、農業や生きものとのふれあい空間づくりを進めている。平成12年度に「相模原市農
業農村環境整備計画」を策定し、望地地区における「農業農村環境整備基本計画」を策定し

た。事業期間は、平成14年度から平成19年度までで、平成15年度は、水路護岸改修延長
62m及び60台分の駐車場整備等を行った。 

 
（４）環境に配慮した農業の推進 
 
○ 環境保全型農業の推進（農政課） 

自然環境に調和した農業体系を確立し、環境にやさしい資材導入を円滑に進めるため、新

資材の試験的導入を図る。平成12年度に環境保全型農業推進方針を策定し、平成13年度に
「相模原市環境保全型農業栽培のてびき」を作成し、生産資材の導入を行った。 

 
導入資材 

年度 導入資材状況 

平成13年度 
・フェロモントラップ90箇所・コナガコン2ha・コンフューザーＡ0.5ha（以上害虫発生数の抑制） 

・ナギナタガヤ1.9ha（雑草抑制及び土壌改良） 

平成14年度 

・フェロモントラップ90箇所・コナガコンプラス1.8ha・コンフューザーＡ0.25ha・コンフューザーＰ

0.3ha（以上害虫発生数の抑制） 

・ナギナタガヤ1.2ha（雑草抑制及び土壌改良） 

平成15年度 

・フェロモントラップ90箇所・コナガコンプラス3ha・コンフューザーＡ0.5ha・コンフューザーＮ

0.4ha (以上病害虫の発生数の抑制) 

・ナギナタガヤ0.6ha（雑草抑制及び土壌改良） 
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重点施策３：有害化学物質等への対策 

 
［基本方針］ 
大気、水質、地下水、土壌などの汚染物質を把握・監視することとあわせて、有害化学物質

による環境汚染を未然に防止するための取り組みを進めます。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：ダイオキシン類の大気環境濃度を年平均値0.6pg-TEQ/㎥以下とします。（環境保全課） 

 

［実績］ 
 平成15年度は、目標を「達成」した。焼却施設が立地する地域を含む市内13地点で大気調査を
実施した結果、各測定地点の年平均値は、0.062～0.17pg-TEQ/㎥の範囲にあり、全調査地点とも大
気環境基準を達成していた。（結果の詳細は、Ｐ73を参照。） 
 
 
目標２：ダイオキシン類の水質環境濃度を年平均値1.0pg-TEQ/・以下とします。（環境保全課） 
 
［実績］ 
 平成15年度は、目標を「達成」した。市内7地点で河川調査を実施した結果、各測定地点の年平
均値は、0.15～0.48pg-TEQ/・の範囲にあり、全調査地点とも河川水質環境基準を達成していた。 
 また、市内3地点で地下水質調査を実施した結果、各測定地点の年平均値は、0.039～0.047pg-
TEQ/・の範囲にあり、全調査地点とも地下水環境基準を達成していた。（結果の詳細は、Ｐ73を参
照。） 
 
 
目標３：ダイオキシン類の土壌環境濃度を1,000pg-TEQ/g 以下とします。（環境保全課） 
 
［実績］ 
 平成15年度は、目標を「達成」した。市内3地点で土壌調査を実施した結果、各測定地点の値は、
3.1～4.2pg-TEQ/g の範囲にあり、全調査地点とも土壌環境基準を達成していた。（結果の詳細は、
Ｐ73を参照。） 
 
 
２ 行政の取り組み 
 
（１）大気、水質、地下水、土壌等の保全に係わる事業の推進 
 
○ 野焼き等に対する監視、是正指導の実施（環境保全課、廃棄物指導課） 

ダイオキシン類等の大気への排出を防止するため、ダイオキシン類対策本部を設置し、野

焼き等監視指導班による監視、是正指導を実施している。平成15年度は、野焼き等監視指導
班によるパトロールを50回実施し、89件について是正指導を行った。 

 
○ 工場、事業所などへの立入調査の実施（環境保全課） 

公害関係法令に基づき、平成15年度は工場、事業所等への立入調査を延べ572件実施した。 
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○ 有害大気汚染物質環境モニタリング調査（環境保全課） 
大気環境中の有害大気汚染物質のモニタリングは、アセトアルデヒド等19項目について、
毎月1回、1地点（市役所）で実施し、延べ228項目の調査をした結果、環境基準の設定され
ている4物質について、すべて環境基準を達成した。 

 
○ 一般廃棄物処理施設におけるダイオキシン類の対応（清掃施設課・南清掃工場・北清掃工

場） 
廃棄物焼却施設からのダイオキシン類の発生を低減するため、関係法令を尊守し適性な運

転管理に努めている。平成15年度のダイオキシン類測定結果はすべて規制基準に適合してい
た。 

 
○ 立入調査及びダイオキシン類等測定調査の実施（廃棄物指導課） 

廃棄物処理業者及び排出事業者に対し、廃棄物の適正処理等状況調査のため立入調査を実

施している。平成15年度は120件の立入調査を実施した。 
また、ダイオキシン類等測定調査については、市内で稼動中の廃棄物焼却施設に対し、平

成15年度は13事業者22施設（処理業者：9事業者14施設、排出事業者：2事業者2施設、市施
設：2事業所6施設）で、排ガス、焼却灰等のダイオキシン類濃度の測定を、また、最終処分
場周縁地下水中のダイオキシン類濃度の測定を行った。その結果、全事業所とも規制基準に

適合していた。（結果の詳細は、Ｐ80を参照。） 
 
○ シックハウス症候群対策の意識啓発（生活衛生課） 

住宅の内装材等から発生する化学物質による健康被害、いわゆる「シックハウス症候群」

が、新たな保健衛生上の課題となってきている。安全で快適な居住環境を確保するため、市

民への普及啓発を図るとともに、市民からの個別相談に対し、適切な指導助言、情報提供等

を行う体制を整備する。平成15年度は、「シックハウス症候群」に関する広報紙及びホーム
ページによる周知、簡易測定装置によるホルムアルデヒド濃度測定の実施等を行った。 
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重点施策４：歩きやすく、自転車に乗りやすいまちづくり 

 
［基本方針］ 
自動車利用の低減に向けて、公共交通機関の利用促進、さらに自転車利用や歩行を促進する

施策を重点的に展開し、歩くことや自転車に乗ることが楽しいまちをめざします。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：公共自転車駐車（輪）場の整備台数を1,200台以上とします。（駐車場対策課） 
 
［実績］        

公共自転車駐車（輪）場の整備状況 
内容 平成14年度末 平成15年度 累 計 平成15年度の整備箇所 

整 備 箇 所 数 3箇所 2箇所 5箇所

整 備 台 数 2,848台 206台 3,054台
上溝駅、橋本駅南口 

 
目標２：コミュニティーゾーン形成事業を1地区導入します。（土木計画課） 
 
［実績］ 
 コミュニティーゾーン形成の基本方針、方策及び事業実施の地域・区域の選定について研究を行

った。 
 
２ 行政の取り組み 
 
（１）公共交通機関の利用の促進に係わる事業の推進 
 
○ 相模原市総合都市交通計画の推進（都市交通計画課） 

本市の交通体系が抱える問題、課題等を検討し、将来の望ましい都市構造への誘導を視野

に入れ、将来の交通需要に対応した各交通機関相互の連携を強化することを目的に、計画の

推進を図る。また、この計画では、環境保護、交通渋滞の解消の観点から、自家用車から乗

合バス等への転換を図っていくことも盛り込まれている。平成15年度は、計画をもとに各施
策の実施に向けた取り組みを行った。 

 
○ 相模原市バス交通対策基本計画の策定及び推進（都市交通計画課） 

効率的かつ利用しやすいバス路線網の実現を目標に相模原市バス交通対策基本計画の策定

と推進を図る。平成15年度は、本市の基本計画を踏まえたバス路線網の再編が、バス事業者
により実施され、複雑な系統の再編により、パターンダイヤの導入や定時性の確保の面で改

善が図られた。この再編されたバスの路線の周知を図るため、市ホームページにバス路線網

図（さがみはらのりものマップ）を掲載した。 
また、定時性を確保するため、相模大野駅から県道相模原町田「相模原公園入口」交差点

間に PTPS（公共車両優先システム）を導入し、運用を開始した。 
 
○ ノーカーデーの実施（環境保全課） 

市役所では毎週水曜日等における職員のマイカー通勤の自粛について、通勤で使用する燃

料消費量の10％以上の削減を目標に実施した。平成15年度の結果は、削減率54.0％であり、
目標を達成した。 
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（２）自転車駐車場整備など自転車対策に係わる事業の推進 
 
○ 相模原市自転車対策基本計画の推進（駐車場対策課） 

自転車駐車場整備における基本的な考え方・目標を明確化し、効率的な自転車対策の推進

を図ることを目的に平成13年度に「相模原市自転車対策基本計画」を策定した。平成15年度
は、小田急相模原駅に駅別自転車対策協議会を設置し、協議会を開催した。 
 

○ 民間自転車駐車場助成事業（駐車場対策課） 
民間自転車駐車場の整備費及び維持管理費に対し補助金及び利子補給金を支給する。平成

15年度は、相模大野駅周辺で2か所の自転車駐車場整備に対し、補助金を交付した。 
 
○ 放置自転車対策事業（駐車場対策課） 

駅周辺等における放置自転車の防止を図るため、指導・啓発活動や撤去を実施した。平成

15年度の放置自転車・バイク移動状況は13,012台、平成16年3月現在の主要駅の放置自転車
台数は2,535台となっている。 

 
○ レンタサイクル事業（駐車場対策課） 

増大する自転車需要に対応し、自転車駐車場のスペースを効率よく活用するため、放置自

転車を利用して、相模大野駅北口自転車駐車場で相模原市都市整備公社の運営によりレンタ

ルサイクル事業を試験的に実施した。 
 
○ 上溝駅自転車駐車場（南側）の整備（駐車場対策課） 
   上溝駅利用者の利便性向上のため、市道跡地を利用して、自転車駐車場整備センターの

運営による114台規模の自転車駐車場を設置した。 
 
○ 路上自転車駐車場の整備（駐車場対策課） 
   放置自転車が多く、自転車駐車場用地の確

保が困難な駅周辺の道路上に、路上自転車駐車

場を整備する。平成15年度は橋本駅南口の市
道橋本駅西口上に92台分のコインポスト式自
転車駐車場を設置した。 

 
○ バス停留所における公共自転車駐車（輪）場の

整備（駐車場対策課） 
バス交通の利便性を高め、バス利用の促進を

図るため、バス停留所における自転車駐車場の

整備を実施した。平成15年度は、下九沢団地バス停留所に20台分の自転車駐車場を設置した。
また、内出バス停留所の自転車駐車場を15台から45台に拡張した。 

 
（３）道路等の整備に係わる事業の推進 
 
○ 南橋本駅周辺交通施設整備事業（都市交通計画課） 

鉄道により分断されている南橋本地区の均衡ある発展と駅利用者の利便性の向上を図るた

めに、東西自由通路、駅舎橋上化、東西駅前広場の整備を行う。平成15年度は、事業の実現
化に向け鉄道事業者との協定を結び、詳細設計を行った。 

 
 
 

▼コインポスト式自転車駐車場（橋本駅） 
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○ 電線類地中化事業（土木計画課） 
安全で快適な通行空間の確保、都市災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、

都市景観の向上を図り、質の高い都市基盤整備を進めるため「新電線類地中化計画」（～平

成15年度）に基づいて、計画的に電線類を地中化している。 
 

電線類地中化の状況（市道分） 
内 容 平成14年度 平成15年度 累 計 

路 線 数 1路線 1路線 21路線 

整 備 延 長 96ｍ 265ｍ 9,258ｍ 

 
○ 歩道整備の推進（道路整備課・道路補修課・南土木事務所） 

歩行者、通行者の安全を確保するため、歩道の新設・拡幅整備等を積極的に実施している。 
 
                  歩道整備の状況 

内 容 平成14年度 平成15年度 

工 事 路 線 数 8路線 17路線 

歩 道 延 長 2,320.3ｍ 4,586.2ｍ 

 
○ 道路構造の改善（道路整備課） 

幹線道路の新設等にあたり沿道環境（騒音）の保全に、特に配慮すべき箇所（区間）につ

いて、自動車走行騒音の低減を目的に低騒音舗装（排水性舗装）を実施している。平成15年
度は、1路線465ｍを整備した。 

 
○ 交差点改良の推進（道路整備課・道路補修課） 

渋滞を引き起こしている交差点において、右折レーンの設置や交差角の適正化など交差点

形態の改善を図っている。 
交差点改良の状況 

内 容 平成14年度 平成15年度 平成15年度の整備箇所 

整 備 箇 所 数 2箇所 1箇所 内出交差点 

 
○ 街路樹の維持管理（道路補修課） 

現在、市内の街路樹管理延長は、217路線、延長約105km、駅前広場等8箇所となってい
る。 
             街路樹の管理状況 

種 別 管理状況 

高 木 剪 定 本 数 66路線 4,253本 

中 低 木 剪 定 本 数 66路線 4,253本 

寄 植 刈 り 込 み 等 196路線 4,823本 78,468㎡ 

 
（４）景観・文化の保全等に係わる事業の推進 
 
○ まちなみウォッチングの実施（建築総務課） 

市民一人ひとりが景観を市民共有の財産として認識していくきっかけとして、自らの生活

の場であるまちを見て歩き、まちの資源を知り、親しみをもってもらうことを目的として行

った。公募による市民が、グループに分かれてまちを歩き、テーマに基づいて、まちの魅力

や問題点を発見し、地図や写真を利用して「まちの印象」を活動報告としてまとめた。平成

15年度の参加人数は12人で、4日間の日程で実施した。 
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重点施策５：資源・エネルギーの効率的使用 

 
［基本方針］ 
省エネ・省資源、ごみ減量・リサイクルの取り組みを中心に、資源・エネルギーを効率的に

使用し、日常活動や経済活動で発生する二酸化炭素の排出を抑制することをめざします。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：電気使用量を一人当たり10％削減します。 
 
 
目標２：ガス使用量を一人当たり5％削減します。 
 
 
目標３：水使用量を一人当たり10％削減します。 
 
 
［実績］ 

      電気・ガス・上水道の市民一人当たりの使用状況 
項 目 基準年度値 

（平成12年度） 

平成15年度 増 減 

電  気 1,796kwh 1,870kwh 4.2％増 

ガ  ス 70㎥ 73㎥ 4.3％増 

水  道 94㎥ 92㎥ 2.1％減 

 
      ※一人当たりの電気・ガス・水道の年間使用量の算出方法は次の資料を基に算出した。 

         電気：電灯使用量（資料：東京電力㈱相模原支社）、 

ガス：都市ガスの家庭用消費量（資料：東京ガス㈱エネルギー企画部地域環境コーディネーター室）、 

上水道：給水量の配水量総数（資料：県企業庁水道局）、人口：各年10月1日現在。 
※基準年度値：平成12年度の数値が各目標に対する基準です。 

 
 
目標４：公共施設におけるクリーンエネルギー利用施設を3施設以上とします。（住宅課・学校施

設課） 
 
［実績］     クリーンエネルギー利用施設の整備状況 

施設名 平成15年度末 

市 営 住 宅 1箇所

市 立 小 学 校 3箇所

合 計 4箇所

 
 
目標５：庁内における低公害車（八都県市指定低公害車を含む）を80台以上導入します。（管財

課・清掃総務課ほか）（※平成15年度より「八都県市」に名称変更） 
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［実績］   
         八都県市指定低公害車の導入状況 

低公害車の割合 
分 類 平成15年度 

累計（低公害車） 保有台数 低公害車率 

共 用 車 18台 （3台） 93台（10台） 287台 32.4％ 

ご み ・ し 尿 収 集 車 両 等 16台（12台） 67台（40台） 147台 45.6％ 

消 防 車 両 6台 （1台） 45台 （1台） 162台 27.7％ 

合 計 40台（15台） 205台（51台） 596台 34.4％ 

 
    ※共用車の（ ）内はハイブリット車、LPG車の内数、また、ごみ収集車両等の（ ）内は LPG車の内数を示す。 

 
 
２ 行政の取り組み 
 
（１）電気・ガス・水道の効率的使用の推進 
 
○ 自然エネルギー等利用設備補助事業（環境対策課） 

未利用資源の有効利用を図るため、平成13年度から住宅用太陽光発電設備設置補助及び小
規模雨水利用設備設置補助を実施している。また、平成15年度からは新たに住宅用太陽熱高
度利用システム設置補助事業を開始した。 

     
                住宅用太陽光発電設備設置補助の状況 

制 度 概 要 
太陽電池パネルで発電した電力を住宅内で使用し、余剰電力が発生した場合に電力会社へ販売する出力

10kW 未満のシステムの設置費に対して補助金を交付 

補 助 金 額 50,000円に太陽電池パネルの最大出力を乗じた金額（上限25万円） 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 累計 
補 助 件 数 

121件 110件 118件 349件 

 
 

                小規模雨水貯留施設設置補助の状況 
制 度 概 要 0.5㎥未満の小規模雨水利用設備の設置費に対して補助金を交付 

補 助 金 額 本体購入価格の1／2（上限3万円） 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 累計 
補 助 件 数 

8件 14件 15件 37件 

 
 
                 住宅用太陽熱高度利用システム設置補助の状況 

制 度 概 要 
太陽集熱器で集めた熱エネルギーを地上等に設置した蓄熱槽で熱交換を行い、給湯や暖房等に利用する

システムの設置費に対して補助金を交付 

補 助 金 額 新エネルギー財団の実施する住宅用太陽熱高度利用システム導入促進対策費補助金の1／2（上限10万

円） 

平成15年度 
補 助 件 数 

6件 
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○ ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の推進（ＩＳＯ推進室） 
市も地球環境を考える一事業所としてＩＳＯ１４００１規格に基づく環境マネジメントシ

ステムを導入し、「相模原市環境基本計画」に掲げた重点施策にあわせた目標を設定し、環

境負荷の低減と環境保全の取り組みを進めている。 
平成15年度は、従前の本庁舎・南合同庁舎・保健所等に加え、環境負荷が大きいとされる
南清掃工場、北清掃工場、東清掃事業所等を認証範囲に加えるとともに3年に一度行われる
認証の更新をし、環境保全施策の一層の推進に努めた。 
 

    ①市施設における省資源、省エネルギー対策の推進 

主な取り組み項目及び目標 基準年度値 
平成15年度 

実績 

削減量 

（基準年度比） 

削減率 

（基準年度比）

紙（コピー度数）の削減 

目標：平成14年度比1％減 
9,920,210回 9,041,856回 878,354回 8.9％減

各部会 77,765杯 54,023杯 23,742杯 30.5％減
庁内ごみの削減 

目標：平成13年度比 

保健所を除く各部会0.5％減 

保健所部会15％減 
保健所 8,767杯 4,928杯 3,839杯 43.8％減

電気使用量の削減 

目標：平成13年度比0.7％減 
10,997,518kwh 10,101,090kwh 896,428kwh 8.2％減

都市ガス使用量の削減 

目標：平成13年度比3％減 
464,549㎥ 353,675㎥ 110,874㎥ 23.9減

 ※庁内ごみの削減単位（杯）は事務室内の標準的なごみ箱（容量：約6L）で積算。 

 
電気・都市ガスの削減量を他の指標に置き換えてみると 

項  目 電 気 都市ガス 

市民一人当たりの年間使用量に換算した場合の削減効果 479人分 1,518人分

市民が電気・ガス削減の具体的目標に取り組んだ場合の削減効果 4,793人分 30,376人分

二酸化炭素排出量に換算した場合の削減効果 338,849㎏-co2 233,769㎏-co2

 ※二酸化炭素排出量は平成15年に環境省が発表した「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」に掲

載されている排出量の算定式を使用して算出。 

 
②環境に配慮した公共工事の推進 
主な取り組み項目 主な取り組み成果 

公 共 工 事 に お け る 

発 生 残 材 対 策 の 推 進 

手順書に基づき、徹底して取り組んだ。（対象工事件数192件） 

実施内容：コンクリート・アスファルト・木材等工事発生残材の適正処分、再生砕石材

等再生材の利用促進など 

公 共 工 事 に お け る 

発 生 残 土 対 策 の 推 進 

手順書に基づき、徹底して取り組んだ。（対象工事件数184件） 

実施内容：発生土の工事間流用、改良土事業による再利用の促進、不用土の指定処分の

実施 

熱帯材型枠の使用抑制 

手順書に基づき、徹底して取り組んだ。 

土木工事（対象件数108件）：代替枠使用面積率100.0％ 

建築工事（対象件数  5件）：代替枠使用面積率 76.5％ 

 
○ 相模原市地球温暖化対策実行計画の策定（環境対策課） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第8条に基づく実行計画の策定事務を進め、市の
事務事業の実施に伴う温室効果ガス排出量削減のための実施項目等を検討した。 
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（２）公共施設におけるクリーンエネルギーの導入に係わる事業の推進 
 
○ 上九沢団地建替における太陽光発電設備整備事業（住宅課） 

市営上九沢団地へ太陽光発電設備を導入し、自然エネルギーの利用を推進した。平成14年
度までに第2工区整備を完了し、平成15年度の発電量は6,572kwhであった。 

 
○ 小学校における太陽光発電設備の状況（学校施設課） 
 夢の丘小学校、富士見小学校及び小山小学校に児童の生き

た教材として環境学習効果を高めるとともに、市民への啓発

効果を高める先導的役割を果たすため、太陽光発電設備を設

置している。平成15年度の３校での発電量の合計は、
60,202kwｈであった。 

 
（３）公共施設における雨水利用に係わる事業の推進 
 
○ 市役所本庁舎での雨水利用（管財課） 

本庁舎建物に降った雨水を、敷地内の緑地の一部へ散水として使用できるように簡易な工

夫を施し、適正に機能するよう維持管理を行った。 
 
○ 小学校における雨水利用施設の状況（学校施設課） 

未利用資源の有効的利用を図るため、夢の丘小学校、富士見小学校及び小山小学校に雨水

利用施設を設置している。 
 
（４）低公害車の導入等に係わる事業の推進 

 
○ アイドリングストップの励行（管財課） 

市役所公用車のアイドリングストップを徹底した。 
 
○ 低公害車仕様のバスの導入推進（都市交通計画課） 

バス事業者が導入するアイドリングストップ機能付きノンステップバスに対して補助を行

うことにより、低公害車仕様のバスの導入推進を図る。平成15年度は、2台のアイドリング
ストップ機能付きノンステップバスの導入補助を行った。 

 
（５）ごみの減量化・リサイクルの推進 
 
○ 相模原市一般廃棄物処理基本計画の推進（清掃総務課） 

平成14年度を始期とした「新相模原市一般廃棄物処理基本計画」に基づき循環型社会の構
築に向けて、「さがみはら・ごみダイエットプラン」を策定するなど各種施策を推進した。 

 
一般廃棄物処理基本計画の計画目標               一般廃棄物の処理実績 

平成22年度 
内 容 

見込値 新計画 増 減 
  内 容 平成14年度 平成15年度

人 口 678,000人   人 口 616,355人 620,599人

ご み 処 理 量 259,000ｔ 238,000ｔ ▲21,000ｔ  ご み 処 理 量 223,698ｔ 225,031ｔ

一人一日排出量 1,050ｇ 960ｇ ▲90ｇ  一 人 一 日 排 出 量 994ｇ 991ｇ

減量化・資源化量 48,000ｔ 69,000ｔ 21,000ｔ  減量化・資源化量 43,168ｔ 43,315ｔ

 

▼太陽光発電設備（富士見小学校） 
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○ 集団資源回収事業の推進（ごみ減量推進課） 
子ども会など地域団体の自主的な資源回収活動に対して、「集団資源回収奨励制度」によ

り、実施団体及び回収事業者団体に対し奨励金・補助金の交付等を行い、活動を支援した。 
 
                   集団資源回収の状況 

内 容 平成14年度 平成15年度 

登 録 団 体 数 365団体 373団体 

資 源 回 収 量 7,374ｔ 7,680ｔ 

 
○ 資源分別回収事業の推進（ごみ減量推進課） 

ごみ（一般ごみ）の中に含まれるびん、かん・金物、紙、布の4種類の分別回収を進める
とともに、平成13年度から新たに蛍光管等の回収を実施している。 
また、市内のスーパー、コンビニ等小売店の協力を得て、ペットボトル及び白色トレイの

拠点（店頭）回収を進めている。 
 

                 ごみ集積所における回収状況            
内 容 平成14年度 平成15年度 

ごみ集積所（各年度4月現在） 10,812箇所 11,130箇所 

びん、かん・金物、紙、布 33,183ｔ 31,708ｔ 

蛍光管等 35ｔ 37ｔ 

乾電池 68ｔ 67ｔ 

 
                  拠点（店頭）回収状況             

内 容 平成14年度 平成15年度 

ペットボトル 595ｔ 664ｔ 

白色トレイ 14ｔ 15ｔ 

回収拠点数（各年度末現在） 283箇所 279箇所 

 
○ リサイクルプラザの整備（ごみ減量推進課） 

容器包装廃棄物（ペットボトル、その他プラスチック、その他紙）の再生利用に必要な選

別・圧縮・梱包・保管施設の整備手法について検討を行った。 
 
○ 粗大ごみ受入施設等の整備（ごみ減量推進課） 

粗大ごみのリサイクルを推進するため、北清掃工場の隣接地に粗大ごみの受入施設の設計

を行った。また、リサイクル品の展示・提供施設の設置について検討を行った。 
 
○ リサイクル活動団体や資源回収業者の支援・育成（ごみ減量推進課） 

地域の環境グループが集まって組織される「さがみはらリサイクル連絡会」の活動を支援

するとともに、相模原資源回収事業協会などの資源回収業者と意見交換などを行った。また、

展示等を通して、リサイクルライフの面白さ、楽しさを知り、ごみの減量化・資源化につい

て理解を深めていただく啓発事業として、リサイクルフェアを各種団体や回収業者団体と協

力して開催した。 
 
○ 廃棄物減量等推進員制度の推進（ごみ減量推進課） 

市内各自治会ごとに委嘱している廃棄物減量等推進員・協力員を活用し、地域の美化・清

掃活動の推進を図った。平成15年度は、代表推進員18人、推進員434人、協力員6,314人で
あった。 
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○ 橋本台・新磯野リサイクルスクエアの運営及びリサイクル品展の開催（ごみ減量推進課） 

ごみの減量化と資源化のため、粗大ごみとして出された家具等の展示・提供事業を、橋本

台・新磯野リサイクルスクエアで各々12回、合計24回開催した。 
 
○ 生ごみ処理容器助成事業（ごみ減量推進課） 

生ごみを堆肥化・減容化する家庭用の生ごみ処理容器を購入し、設置する者に対し、その

費用の一部を助成した。（購入金額の2分の１以内、限度額3万円、1世帯に1台まででコンポ
スト化容器は2台まで助成） 

 
                   生ごみ処理容器助成の状況 

種 別 平成15年度助成額 平成14年度 平成15年度 

コ ン ポ ス ト 化 容 器 79台 72台

電動式生ごみ処理機 

購入金額の1／2 

（助成限度額30,000円） 206台 187台

 
○ 大型生ごみ処理機導入モデル事業の実施（ごみ減量推進課） 

生ごみの減量化、堆肥化の促進を目的に、集団的な取

り組みの可能性等の検討を行うため、磯部勝坂地区に引

き続き平成 15 年度は、相模台ハイツ自治会においても
モデル事業を実施した。 

 
○ 使用済み食用油回収モデル事業（ごみ減量推進課） 
   ごみの減量化・資源化をより一層進めるため家庭か

ら排出される使用済み食用油の回収モデル事業を実施

している。これは、全市域実施するにあたり、回収方

法等の課題整理を行うことを目的とするもので平成15
年8月から実施した。 

 
○ 剪定枝資源化事業（清掃総務課） 

循環型社会の構築に向けた廃棄物の発生抑制への取り組みの一環として、従来は、焼却処

理していた公共施設から排出される樹木剪定枝をチップ等に破砕処理し、公園等の敷材とし

て有効活用した。 
 
○ 清掃工場のごみ焼却に伴う熱エネルギーの有効活用（南清掃工場・北清掃工場） 

南北の清掃工場は、ごみの焼却に伴い発生する熱エネルギーの有効利用を行っている。 
 
           清掃工場のごみ焼却に伴う熱エネルギーの発電・利用状況    （単位：kwh） 

南清掃工場 北清掃工場 合計 
内 容 

平成14年度 平成15年度 平成14年度 平成15年度 平成14年度 平成15年度

発 電 量 11,785,130 12,713,520 21,434,530 20,684,840 33,219,660 33,398,360

 場 内 消 費 10,618,490 11,436,624 16,457,651 15,941,689 27,076,141 27,378,313

 北 市民健康文化 

センターへの送電 
－ － 2,100,359 2,097,655 2,100,359 2,097,655

 売 電 量 1,166,640 1,276,896 2,876,520 2,645,496 4,043,160 3,922,392

   ※合計の発電量は7,396世帯の1年分の電灯使用量に相当。 

▼大型生ゴミ処理機 
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重点施策６：環境行動の実践に向けて 

 
［基本方針］ 
学校、地域、家庭、職場、野外活動等の様々な場で環境学習が推進され、環境行動が日常的

に実践されることをめざし、環境情報、環境学習拠点の整備等を進めていきます。 

 
１ 具体的目標 
 
目標１：こどもエコクラブは毎年50以上の登録とします。（環境対策課） 
 
［実績］          こどもエコクラブの登録状況 

内 容 平成14年度 平成15年度 

登 録 ク ラ ブ 数 79クラブ 44クラブ 

登 録 者 数 420人 241人 

 
目標２：環境情報センターを建設します。（環境対策課） 
 
［実績］ 
 環境情報センターの設置に向け、庁内の関連部局で構成する検討組織を設置し、機能やセンター

の管理、運営に関する基本的な考え方等について検討を行った。 
 
目標３：環境情報システムを整備します。（環境対策課） 
 
［実績］ 
 環境情報システムの構築に向け、庁内の関連部局で構成する検討組織を設置し、環境情報の提供

方法等について検討を行った。 
 
２ 行政の取り組み 
 
（１）環境情報の整備と提供に係わる事業の推進 
 
○ 「さがみはらの環境」による環境情報の提供（環境対策課）

「相模原市環境基本条例」第12条の規定により、「相模原市環
境基本計画」に基づいて実施された施策の状況についての年次

報告書を発行し公表した。 
 
○ 自然環境観察員制度年次報告書の発行（環境対策課） 

自然環境観察員の1年間の活動をまとめた年次報告書を発行
し公表した。 

 
（２）市民・事業者の環境活動の支援に係わる事業の推進 
 
○ こどもエコクラブの設立、運営の支援（環境対策課） 

こどもエコクラブは、次代を担うこどもたちが地域の仲間と一緒に主体的に地域環境に関

する学習や具体的な取り組み、活動を行うため旧環境庁（現環境省）が平成7年に発足した。
市にはこの事務局が設置されており、随時、登録募集を行い、クラブへの支援を行っている。 

▼相模原市自然環境観察員制度年次報告書 
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○ 環境家計簿事業の推進（環境対策課） 
日常生活において、環境に負荷を与える行動や環境によい影響を与える行動を確認、実践

するために、電気、ガス、水道等の使用量を把握し、環境配慮行動を実践して環境負荷の低

減を図る。平成13年度に実施したモニター試行の結果を踏まえ平成14年度に「相模原市版環
境家計簿」を発行し、平成15年度の登録者は25人であった。 

 
○ 花のまちづくり・みどりいっぱい運動（みどり対策課） 

（財）相模原市みどりの協会に委託し、各種団体（自治会、老人会、子供会、ＰＴＡ等の

ほか、市民の有志により結成された団体）からの申請を受け付け、花苗、種、苗木等の配布

を行っている。平成15年度は142団体、延べ約5,500人の市民が参加した。 
 
○ みどりのボランティアの育成・支援（みどり対策課） 

「参加するみどりづくり」を実現するため、ボランティア参加型の緑地管理体制を整える

とともに、ボランティア講習会の開催及びボランティア活動に必要な用具の貸し出し等の活

動支援を行っている。平成15年度は、（財）相模原市みどりの協会を通じて、相模原麻溝公
園等でのアジサイの管理を目的とした「アジサイボランティア」及び、木もれびの森を中心

とした市内の緑地の維持管理を目的とした「森林ボランティア」、「相模原北公園花のボラ

ンティア」、「樹木の探偵団」、「相模原クレマチスの会」などボランティアと連携した緑

地の管理やそのためのボランティア育成を行った。また、チェーンソーや刈払い機、手のこ

などの用具の貸出等の支援も行った。 
 
○ 相模川を愛する会主催による「相模川クリーン作戦」の支援（みどり対策課） 

相模川の美しい自然環境を保全するとともに快適な憩いの場を確保するため、年3回（6･
8･10月）相模川沿岸4地点7会場で、多くの市民、事業者等の参加を得て河川敷の清掃活動
を行い、併せて河川美化意識の高揚を図った。平成15年度は、延べ約4,200人が参加し、約
９ｔのごみを回収した。 

 
○ 川のボランティア（みどり対策課） 
    市民に川を環境学習やレジャーなどを含めた自然体験の場として利用してもらうため、

様々な分野の活動指導者を養成し、その後のボランティア活動などに発展させようとするも

の。平成15年度は、NPO 法人自然体験活動推進協議会（愛称：コーン）の自然体験活動指
導者（コーン・リーダー）養成講座を開催した。 

     自然体験活動指導者養成講座参加者  25名 
 
○ 老人クラブ「社会奉仕の日」統一活動（高齢者福祉課） 

市内の老人クラブ会員が、地区ごとに老人クラブ社会奉仕の日（9月20日）の前後に期日
を決めて、ボランティアで清掃・除草・缶拾い等の環境美化事業を行った。平成15年度は、 
234クラブ、延べ約6,000人が活動に参加した。 

 
○ 「相模原の環境をよくする会」の支援（環境対策課） 

市内の工場・事業所等により構成されている事業者団体である「相模原の環境をよくする

会」に補助金を交付するなどの支援を行った。相模原の環境をよくする会は、公害を未然に

防止し、豊かな自然を守り、うるおいのある生活環境づくりに努め、もって快適な環境の創

造に寄与することを目的に昭和60年に設立された団体で、主な活動は、次のとおりである。 
   ・河川浄化啓発看板の設置  ・魚類の放流  ・自然観察ウオッチング  ・緑化事業 
   ・ホタルの保護育成  ・スターウォッチング  ・かんきょうフェア 
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（３）環境教育、環境学習の推進 
○ 小学生向けパンフレットの配布（環境対策課） 

小学生（4年生）を対象に地球環境問題を身近な問題として捉え、環境保全活動の実践を
促すパンフレットを作成し、市内全市立小学校に配布した。内容は相模原市環境基本計画の

市民の行動計画に取り上げている「水」「みどり」「ごみ」「エネルギー」に関するものと

なっている。 
 

○ さがみはら環境フォーラムの開催（環境対策課） 
 毎年「環境の日」（6月5日）を中心に行われる「環境月
間事業」の一環として、｢さがみはら環境フォーラム｣を開

催している。平成15年度は、6月8日にあじさい会館で市民
の環境問題への関心や環境保全意識の向上のため相模原市

自然環境観察員の活動発表とイルカ（ミュージシャン）に

よる講演を開催し、240人の参加があった。 
 
○ 相模川自然の村野外体験教室における環境学習 

種 別 内 容 開催回数 参加者数

自 然 観 察 会 

野外体験教室の活動を通して小・中学生を主に相模川自然の村周辺の自然環

境の観察を行う。平成15年度は、植物観察、バードウォッチング、地層の観

察、スターウォッチング、相模川観察散歩等を実施した。 

63回 
延べ 

4,132人

自然体験学習 

スポーツ、冒険を楽しむ体験、文化に触れる体験、勤労体験、ふれあい体験

等の野外体験活動を通して、相模川自然の村周辺の豊かな自然の中で様々な自

然を肌で体験する。平成15年度は、ハイキング、オリエンテーリング、フィッ

シング、カヌー、火おこしと縄文笛、石器づくり、稲作体験、畑作体験等を実

施した。 

621回 
延べ 

15,938人

環 境 学 習 

野外体験学習の活動を通して相模川自然の村周辺の自然環境について観察、

学習し、自然の大切さや人間との関わりを体験学習する。平成15年度は、昆虫

採集、水生植物採集、岩石採集、自然の染め物、クリーン作戦等を実施した。 

52回 
延べ 

1,379人

 
○ 市民大学における環境関連科目の開設（総合学習センター） 

市民大学は、市民の生涯学習の場として大学を提供・開放し、市民の多様な学習意欲に応

えるとともに、地域社会と大学との一体化を図る機会として実施した。 
              市民大学における環境関連科目の開設状況 

大学名 テーマ 開催回数 受講者数 

北 里 大 学 身の回りの環境と健康 8回 117人

 
○ 公民館における環境関連事業の開催（各公民館） 

市内の各公民館では、環境関連の事業を実施し、市民に環境学習の機会を提供している。 
公民館名 事業名 公民館名 事業名 

大 沢 公 民 館 春休み野外教室など２事業 中 央 公 民 館 星空観望会など２事業 

上 溝 公 民 館 環境セミナーなど２事業 相 模 台 公 民 館 環境講座など２事業 

橋 本 公 民 館 夏野菜づくり講習会など3事業 相 武 台 公 民 館 環境講座１事業 

相 原 公 民 館 ホタル観察教室など２事業 東 林 公 民 館 星空観察会など３事業 

小 山 公 民 館 ふれあい教室など３事業 横 山 公 民 館 自然と親しむ会など４事業 

大 野 南 公 民 館 環境講座など４事業 光 が 丘 公 民 館 環境を考える講座１事業 

新 磯 公 民 館 自然に親しむ教室など４事業 大 沼 公 民 館 親子ホタル観察教室など２事業 

麻 溝 公 民 館 自然観察のつどいなど２事業 上 鶴 間 公 民 館 秋のリサイクルフェアなど３事業 

田 名 公 民 館 リサイクルバザー１事業 大 野 台 公 民 館 ガーデンライフ教室など３事業 

大 野 北 公 民 館 環境講座など４事業 陽 光 台 公 民 館 ホタル観察教室など２事業 

大 野 中 公 民 館 こどもチャレンジ教室１事業 合  計 ５４事業 

星 が 丘 公 民 館 川辺の水生生物観察会など３事業 ※５４事業のうち自然環境関係は４３事業 

▼さがみはら環境フォーラム 
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その他の環境施策 

 
１ 行政の取り組み 
 
（１）土地利用に係わる事業の推進 
 
○ 課題地区の土地利用方針の策定（都市計画課） 

都市計画マスタープランにおける課題地区となっている主要幹線道路沿道、工業地域、準

工業地域などの地区について、住工混在などの課題解消を図るため、土地利用計画の策定と

都市計画をはじめとした手法の検討を行うもの。平成14年度は、市街化調整区域の形態規制
に伴う、土地利用計画及び立地基準の検討、市街化調整区域の地区別カルテの作成を行った。

引き続き平成15年度は、市街化調整区域の立地基準について検討を行った。 
 
○ 土地活用・調整会議の設置（土地利用調整課） 

本市にとって望ましい土地利用、環境の保全が行われるよう、土地活用・調整会議等を開

催し、民間の開発計画の内容等について調整を行った。平成15年度は、土地活用・調整会議
を7回（付議案件10件）、市有地等検討部会を1回（付議案件1件）、民間土地利用調整部会
を6回（付議案件8件）開催した。 

 
○ 工業地域等における住宅開発指導要綱による指導（産業振興課） 

工業地域及び準工業地域において、500㎡以上の住宅開発等を行う場合に、周辺の工場等
の操業環境と住環境の調和を図るため、住宅開発の自粛又は緩衝帯の設置等を指導する。平

成15年度は、16件 44,908㎡について指導を実施した。 
 
○ 相模原市特殊建築物等設置に伴う環境保全に係わる指導指針による指導（環境対策課） 

廃棄物中間処理施設等は周辺環境に与える影響が大きいので、指導指針に基づき、事業者

に対して施設の立地や構造等の指導を行っている。平成15年度は、46業者、112件の相談が
あった。 
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第 4章 環境の状況報告 
 

環境監視体制 
 

本市では、市内の環境の状況を把握し、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、

常時監視測定局における測定をはじめ各種の測定を実施している。 

大気汚染関係では、一般環境の常時監視測定局を 4局、自動車排出ガスの常時監視測定局を 2局

設置している。 

水質汚濁関係では、3河川に常時監視測定局を4局設置している。 

また、常時監視測定局による測定とは別に、各種の測定を実施しており、より的確な環境の把握

に努めている。 

 

1 常時監視体制 

 

大気汚染常時監視測定局の概要 

測定項目 

区分 測定局名 所在地 
二
酸
化
硫
黄 

一
酸
化
炭
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

二
酸
化
窒
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

設置年月 

市役所 中央 2丁目 11番 15 号（市役所本庁舎） ○ ○ ○ ○ ○ 昭和 46年 4月

相模台 桜台 20番 1号（相模台中学校内） ○  ○ ○ ○ 昭和 47年 12月

橋  本 橋本 6丁目 15番 27 号（旭小学校内） ○  ○ ○ ○ 昭和 49年 2月
一般環境 

田  名 田名 4987 番地の 6（田名こどもセンター内） ○  ○ ○ ○ 平成 14年 3月

上  溝 上溝 2322 番地の 2（国道 129号）  ○ ○ ○  昭和 63年 3月

自動車排出ガス 
淵野辺十字路 

鹿沼台 2丁目 1,969 番 1地先 

（国道 16号淵野辺十字路） 
 ○ ○ ○  昭和 56年 2月

 

 

水質汚濁常時監視測定局の概要 

測定項目 

測定局名 所在地 
水
温 

pH
導
電
率 

濁
度 

溶
存
酸
素
量 

全
シ
ア
ン 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

設置年月 

鳩川 上溝 3丁目 3785 番 3地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 昭和 61年 3月 

姥川 上溝 7丁目 13番 7号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 昭和 50年 1月 

境川新中里橋 淵野辺本町 5丁目 843番 2地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 昭和 54年 2月 

境川上中村橋 宮下本町 1丁目 2981 番 1地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○   平成 6年 3月 
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2 分析体制 
 

環境関係の分析施設については、平成 5年 11月に環境検査センターを設置し、分析体制の整備を

図っている。 

 

 ア 施設の規模 

   所在地  清新 6丁目 15番 3号（市有地） 

   敷地面積 326 ㎡ 

   建物構造 軽量鉄骨造 平屋建 

   建物面積 176 ㎡ 

   （一般分析室 91 ㎡、機器分析室 26㎡、天秤室 7㎡、倉庫 22 ㎡、事務室等 30㎡） 

   付帯設備 空調用室外機（灯油焚き冷温水発生機）、ボンベ庫 

 

 イ 業務内容 

   （ア）関係法令に基づく工場からの排水、排煙等の規制分析業務 

   （イ）河川水、大気、悪臭等の環境測定分析業務 

   （ウ）環境に関する調査研究 
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橋本測定局

市役所測定局

田名測定局 

上溝測定局 

淵野辺十字路測定局 

相模台測定局 

○一般環境測定局 
●自動車排出ガス測定局 

 

Ⅰ 大気汚染 
 

1 大気の状況 
 

(1)測定体制 

 

    大気の状況を把握するため、市内 6か所の大気常時監視測定局（一般環境測定局4局及び

自動車排出ガス測定局2局）で測定を実施している。 

 

 

大気測定地点 
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(2)測定結果   

ア 二酸化硫黄 

   主に工場などの固定発生源から排出される二酸化硫黄の測定結果は、長期的に低濃度で横ば 

いの状況である。平成 15年度も全局で環境基本法に基づく環境基準を達成した。 

 

二酸化硫黄測定結果 

区分 測定局 

有効

測定

日数

1時間値の 

年平均値 

1時間値が

0.1ppm を

超えた 

時間数 

1日平均値

が 0.04ppm

を超えた

日数 

1時間値の

最高値

1日平均値

の 2%除外値 

1日平均値が

0.04ppm を 

超えた日が 

2日以上連続 

したことの 

有・無 

環境基準

の適否

    (日) (ppm) (時間) (日) (ppm) (ppm)     

市役所 362 0.006 0 0 0.079 0.009 なし 適合 

相模台 364 0.001 0 0 0.078 0.003 なし 適合 

橋  本 357 0.002 0 0 0.061 0.005 なし 適合 

一般 

環境 

田  名 353 0.001 0 0 0.053 0.002 なし 適合 

※環境基準（長期的評価）：1日平均値の 2％除外値が 0.04ppm を越えず、かつ 1日平均値が 0.04ppm を越える日が 

2日以上連続しない場合、環境基準を達成したものとする。 

 

二酸化硫黄経年変化（1時間値の年平均値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

備考 田名測定局は平成 14年 3月に新設した。 

 

 

 イ 一酸化炭素 

   主に自動車などの移動発生源から排出される一酸化炭素の測定結果は、長期的に低濃度で 

横ばいの状況である。平成 15年度も全局で環境基準を達成した。 
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一酸化炭素測定結果 

区分 測定局 

有効 

測定 

日数 

1時間値の 

年平均値 

8時間値が

20ppm を 

超えた回数

1日平均値が

10ppm を 

超えた日数

1時間値の

最高値 

1日平均値の 

2%除外値 

環境基準

の適否

    (日) (ppm) (回) (日) (ppm) (ppm) 

1 日平均値が 

10ppm を 

超えた日が 

2日以上 

連続した 

ことの 

有・無   

一般環境 市役所 363 0.5  0 0 3.0  0.9  なし 適合 

上  溝 344 0.8  0 0 3.2  1.2 なし 適合 
自動車 

排出ガス 淵野辺 

十字路 
354 1.0  0 0 4.9  1.6 なし 適合 

※環境基準（長期的評価）：1日平均値の 2％除外値が 10ppm を越えず、かつ 1日平均値が 10ppm を越える日が 

2日以上連続しない場合、環境基準を達成したものとする。 

 

一酸化炭素経年変化（1時間値の年平均値） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ウ 浮遊粒子状物質 

   浮遊粒子状物質は人為的な排出以外に、自然界の寄与も大きく、いろいろな発生源がある。 

測定結果をみると、長期的に横ばいまたはやや減少の傾向を示していた。 

浮遊粒子状物質測定結果 

区分 測定局 
有効測定日

数 

1時間値の年

平均値 

1時間値が

0.2ppm を超え

た時間数 

1日平均値が

0.1ppm を超え

た日数 

1時間値の最

高値 

1日平均値

の 2%除外値 

環境基準の

適否 

    (日) (mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3) 

1 日平均値が

0.1mg/m3を超

えた日が 2日

以上連続した

ことの有・無

  

  市役所 349 0.024  0 1 0.179 0.062  なし 適合 

一般環境 相模台 364 0.029  1 0 0.204 0.072  なし 適合 

  橋  本 365 0.024  1 1 0.270 0.058  なし 適合 

  田  名 361 0.031  0 0 0.180 0.061  なし 適合 

上  溝 365 0.041  8 3 0.220 0.090  なし 適合 自動車 

排出ガス 淵野辺十字路 360 0.038  0 1 0.200 0.079  なし 適合 
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※ 環境基準(長期的評価)：1日平均値の 2%除外値が 0.1mg/㎥を超えず、かつ 1日平均値が 0.1mg/㎥を超える日

が 2日以上連続しない場合、環境基準を達成したものとする。 

 

浮遊粒子状物質経年変化（1時間値の年平均値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 田名測定局は平成 14年 3月に新設した。 

 

 エ 窒素酸化物 

   固定発生源、移動発生源の両方から排出される二酸化窒素の測定結果は、一般環境測定局 

では全局で環境基準を達成したが、自動車排出ガス測定局では 1局で達成できなかった。 
 

窒素酸化物測定結果 

      二酸化窒素※ 一酸化窒素 

区分 測定局 
有効測

定日数 

1時間値の

年平均値 

1日平均値

が 0.06ppm

を超えた日

数 

1日平均値が

0.04-0.06ppm の

日数 

1時間値の

最高値 

1日平均値

の 98%値

環境基準

の適否 

1時間値の 

年平均値 

1時間値の

最高値

    (日) (ppm) (日) (日) (ppm) (ppm)   (ppm) (ppm) 

市役所 364  0.026  0 19    0.093    0.043 適合   0.014   0.215

相模台 366     0.028  0 41   0.119   0.047 適合   0.016   0.342

橋  本 343     0.026  0 15   0.189   0.041 適合   0.013   0.255
一般環境 

田  名 366     0.017  0 0   0.084   0.031 適合   0.006   0.123

上  溝 366     0.039  7 170   0.135   0.060 適合   0.067   0.406
自動車 

排出ガス 
淵野辺 

十字路 
321     0.046  58 158   0.163   0.078 不適合   0.102   0.771

※環境基準(長期的評価)：1日平均値の 98%値が 0.06ppm 以下である場合、環境基準を達成したものとする。 
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二酸化窒素経年変化（1時間値の年平均値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 田名測定局は平成 14年 3月に新設した。 

 

オ 光化学オキシダント 

  光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物と炭化水素から光化学反応により二次的に生成さ 

れるものである。測定結果をみると、長期的に横ばいの状況であり、平成 15年度も全局で環境基 

準を達成しなかった。 
  また、光化学スモッグについては、本市（県央）では 1回の注意報が発令された。 

光化学オキシダント測定結果 

区分 測定局 
有効測定

日数 

1時間値の

年平均値 

昼間の 1時

間値の年平

均値 

昼間の 1時間値が

0.06ppm を超えた日

数及び時間数 

昼間の 1時間値が 

0.12ppm 以上の日

数及び時間数

昼間の 1時間

値の最高値 

環境基準 

の適否 

    (日) (ppm) (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm)   

市役所 358  0.021 0.024 44 182 0 0 0.103 不適合 

相模台 362  0.024 0.028 72 280 0 0 0.113 不適合 

橋  本 366  0.019 0.025 69 305 2 4 0.137 不適合 
一般環境 

田  名 364  0.019 0.023 58 268 1 1 0.127 不適合 

※環境基準：1時間値が 0.06ppm 以下である場合、環境基準を達成したものとする。 

備考 昼間とは 5時から 20時までをいう。 
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備考 1 数値は、昼間（5時～20時）の 1時間値の年間平均値で示した。  

備考 2 田名測定局は平成 14年 3月に新設した。 

 

光化学スモッグ注意報月別発令数 

月 4 5 6 7 8 9 10 合計

本市 0  0  0  0 1 0 0 1 

県内 0  0  1  0 3 2 0 6 

 

光化学スモッグ注意報発令回数及び被害届出者数の経年変化 

年度（平成） 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

発令 県内 9  15  13  7 4 10 4 10 13  11  6 

回数 県央 2  12  10  2 2 2 1 6 6  4  1 

被害届 県内 3  53  46  1 0 7 0 48 1  124  17 

出者数 県央 0  0  0  0 0 0 0 0 0  2  0 
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カ 非メタン炭化水素・メタン 

  非メタン炭化水素及びメタンの測定を行った。 

非メタン炭化水素・メタン測定結果 

非メタン炭化水素        

有効測定

日数 

１時間値の年

平均値 

１時間値の最

高値 

６～９時にお

ける年平均値

６～９時の３

時間平均値の

最高値 

６～９時の３

時間平均値が 

0.20ppmC を超

えた日数 

６～９時の３

時間平均値が

0.31ppmC を超

えた日数 

区分 測定局 

（日） （ppmC） （ppmC） （ppmC） （ppmC） （日） （日） 

一般環境 市役所 352        0.26         2.15        0.28       0.84 241  104 

上  溝 363       0.33        2.04        0.32       0.90 324  174 
自動車 

排出ガス 淵野辺 

十字路 
359       0.37         2.13        0.37        1.03 302  203 

備考 非メタン炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質の 1つとされており、午前 6時-9時の 3時間平均値が、

0.20～0.31ppmC の範囲内にある場合に、光化学オキシダント濃度 0.06ppm に相当するとされている。 

 
メタン       

有効測定

日数 

１時間値の年

平均値 

１時間値の

高値 

６～９時にお

ける年平均値

６～９時の

３時間平均値の

最高値 
区分 測定局 

（日） （ppmC） （ppmC） （ppmC） （ppmC） 

一般環境 市役所 352 1.83 2.11  1.84 1.99 

上  溝 364 1.86 2.16  1.87 2.06 
自動車 

排出ガス 淵野辺 

十字路 
359 1.83 2.10  1.84 2.02 
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（3）有害大気汚染物質環境モニタリング調査結果 

 

  大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質の環境モニタリング調査を実施した。環境基準の設

定されているジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びベンゼンの 4物質

について、全て環境基準を達成した。また、指針値の設定されているアクリロニトリル、塩化ビニ

ルモノマー、水銀及びニッケル化合物についても、すべて指針値を満足した。 

有害大気汚染物質測定結果 

                                         単位： μg/㎥ 

測定項目 
環境基準値 

（年平均値） 

指針値 

（年平均値）
年平均値 最大値 最小値 

1 アクリロニトリル    2 0.12 0.33 nd 0.010  

2 アセトアルデヒド     1.9 2.9  0.74  

3 塩化ビニルモノマー    10 0.035 0.097 nd 0.012  

4 クロロホルム     0.20 0.34  0.13  

5 酸化エチレン     0.089 0.12  0.057  

6 1,2－ジクロロエタン     0.070 0.13 tr 0.028  

7 ジクロロメタン   150  2.4 3.6  1.4  

8 水銀及びその化合物    0.04 0.0024 0.0030  0.0019  

9 テトラクロロエチレン   200  0.73 1.5  0.17  

10 トリクロロエチレン   200  1.5 3.2  0.47  

11 ニッケル化合物    0.025 0.0035 0.0054  0.0010  

12 ひ素及びその化合物     0.0011 0.0017  0.00033  

13 1,3-ブタジエン     0.30 0.69  0.15  

14 ベリリウム及びその化合物   0.000015 0.000024 tr 0.0000035 

15 ベンゼン    3  1.7 2.7  1.0  

16 ベンゾ［ａ］ピレン     0.00030 0.00077  0.000084 

17 ホルムアルデヒド     2.3 4.2  1.5  

18 マンガン及びその化合物   0.022 0.036  0.012  

19 クロム及びその化合物     0.0038 0.0057  0.0017  

 

 

気象観測項目 平均値 最大値 最小値 

気温（℃） 14.5 28.2 4.7 

湿度（％） 73.6 94.0 48.0 

主風向（16方向） NNW － － 

平均風速（ｍ/ｓ） 3.0 5.0 1.4 

備考 1 指標値とは、有害性評価に係るデータの科学的信憑性において制約がある場合も含めて検討された環境中の

有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニ

タリングの評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待され

るもの。 

備考 2 サンプリング地点は市役所第１別館屋上。 

備考 3 ｢tr｣は検出下限値以上、定量下限値未満の値を示す。 

備考 4 ｢nd｣は検出下限値未満の値を示す。 

備考 5 平均値は、｢nd｣の数値はその 1/2を、その他はその測定値を採用した。 

備考 6 気象観測項目は試料採取期間中の相模原市消防本部の測定値である。 
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（4）酸性雨測定結果 

 

  年間を通して酸性雨の監視測定を行っている。43回の㏗・導電率測定を行った結果、41回の 

酸性雨を記録した。 

酸性雨測定結果 

pH 導電率[μS/cm] 酸性雨 

平均値 平均値 回数 出現率 月 降水量[mm] 
最低値 

単純平均 加重平均

最高値 

単純平均 加重平均 [回] [％] 

4 145.0 3.79  4.69 4.82 117.1  49.1 15.0  4 100 

5 66.0 3.47  4.27 4.12 90.9 43.1 33.7  5 100 

6 256.0 3.91  4.18 4.23 36.3 27.7 23.2  4 100 

7 185.0 3.35  4.31 4.00 61.7 37.3 31.8  3 75

8 459.5 3.89  4.49 4.47 35.7 18.4 14.2  5 100 

9 171.5 3.90  4.48 4.83 16.7 12.0 16.0  4 100 

10 155.5 4.14  4.65 4.64 25.9 14.0 12.9  4 100 

11 175.0 3.69  4.14 4.12 29.4 20.6 17.3  4 100 

12 134.5 4.05  4.29 4.43 21.2 14.3 9.2  2 100 

1 10.0 4.85  5.28 4.91 120.2  69.9 34.7  1 50

2 37.0 4.21  4.73 4.50 25.0 23.6 23.7  2 100 

3 53.0 4.22  4.90 4.27 73.2 48.2 25.5  3 100 

年平均値   4.48 4.33 30.5 19.0   95

年最低値  3.35   

年最高値   120.2   

年合計 1848.0  41  

備考 1 採取場所は市役所第2別館屋上 

備考 2 酸性雨：pH5.6 未満の降水 

 

酸性雨年平均値経年変化 
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2 発生源の状況 

 

大気汚染防止法では、大気汚染の発生源として、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設及び特

定粉じん発生施設並びに自動車排出ガスを定められている。 

平成 15年度末現在、市内の 66工場 151 事業場がばい煙発生施設を設置しており、また、10工

場 4事業場が一般粉じん発生施設を設置している。 

  なお、特定粉じん発生施設を設置する工場・事業場は市内にはない。 

工場・事業場の設置状況 

区分 設置数（前年度数）

ばい煙発生施設設置 工場数 66  （68）

同 事業所数 151 （149）

小 計 217 （217）

特定粉じん発生施設設置 工場数 0   （0）

同 事業所数 0   （0）

小 計 0   （0）

一般粉じん発生施設設置 工場数 10  （11）

同 事業所数 4   （4）

小 計 14  （15）

合 計 231 （232）

ばい煙発生施設の設置状況 

号 施設の種類 工場 事業場 合計(前年度数) 

1 ボイラー 185 209 394（404）

2 ガス発生炉 1 0 1（1）

5 溶解炉 10 0 10（10）

6 金属加熱炉 24 0 24（25）

9 焼成炉・溶解炉 12 0 12（11）

10 反応炉 4 0 4（5）

11 乾燥炉 19 4 23（22）

12 電気炉 0 0 0（0）

13 廃棄物焼却炉 1 21 22（24）

29 ガスタービン 8 14 22（20）

30 ディ－ゼル機関 7 70 77（81）

31 ガス機関 8 5 13（13）

  合   計 279 323 602（616）

 

項 施設の種類 工場 事業場 合計（前年度数）

2 堆積場 9 4 13(14)

3 コンベア 27 0 27(31)

4 破砕機・摩砕機 4 0 4(4)

5 ふるい 2 0 2(2)

  合     計 42 4 46(51)
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Ⅱ 水質汚濁 
 

1 河川の状況 
 

(1)測定体制 

  

ア 定期採水に基づく測定 

水質汚濁防止法第 16条の規定に基づき、神奈川県知事が定めた水質測定計画に基づく測 

定を境川の1地点（境橋）において毎月 1日（1日 4回）実施している。 

     このほか、市独自の水質測定計画を定め、鳩川 3地点（久保、八幡橋、妙奠橋）、姥川 

2地点（作の口、天応院）、道保川 1地点（泉橋）、八瀬川 1地点（無量光寺下）、境川 4 

地点（二国橋、昭和橋、中里橋、鶴金橋）において毎月1回、鳩川（三段の滝）において 

毎月 1日（1日 4回）測定を実施している。 

 

   イ 常時監視測定局における測定 

鳩川、姥川及び境川に水質汚濁常時監視測定局を設置し、測定を行っている。 

     各測定局における測定データは、専用回線により市庁舎に送信され、迅速な対応を図っ

ている。 

水質測定地点 
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(2)測定結果 

 

5 河川 13地点における調査の結果、境川では、健康項目及び生活環境項目については、環境基 

準を達成した。鳩川、姥川、道保川、八瀬川では、健康項目については、環境基準を達成した。

水質汚濁の指標となるＢＯＤが、鳩川及び姥川で相模川の環境基準と比較して高い傾向にあり、

八瀬川及び道保川では低い傾向にあった。 

  公共下水道の普及に伴い、汚濁は低減の傾向にあるが、近年ではやや横ばいになっている。 

 

BOD の経年変化 

○相模川水系（鳩川、姥川、道保川、八瀬川 
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ア 相模川水系Ⅰ鳩川・三段の滝 
鳩川 

三段の滝 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ａ類型) 

又は指針値 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 48

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12

３ 水深 m - 0.13 0.18 0.09 48

４ 採取水深 m - 0.03 0.04 0.02 48

５ 流速 m/s - 0.44 0.66 0.33 48

６ 流量 m3/s - 0.80 1.7 0.46 48

７ 気温 ℃ - 15.9 33.8 -4.3 48

８ 水温 ℃ - 16.3 23.9 8.4 48

９ 色相 - - - - - 48

１０ 透視度 cm - >30 >30 >30 48

１１ 臭気 - - - - - 48

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 48

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 12

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 12

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 12

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 12

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 12

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 12

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 12

９ 1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 3

１０ 1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

１１ ｼｽ-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 4

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 12

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 4

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 24

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 24

１６ 1,3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾍ゚ ﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 2

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0 / 2

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 6.1 6.9 4.9 0 / 12

  硝酸性窒素 ㎎/L - 6.1 6.9 4.9 12

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - 0.06 0.15 <0.05 12

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 <0.1 <0.1 <0.1 0 / 6

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 2

１ ｐＨ - 6.5～8.5 7.8 8.2 7.6 0 / 48

２ ＢＯＤ ㎎/L 2以下 1.7（2.3） 5.6 0.6 12 / 48

３ ＣＯＤ ㎎/L - 2.7 6.8 0.8 48

４ ＳＳ ㎎/L 25以下 4 10 <1 0 / 48

５ ＤＯ ㎎/L 7.5以上 9.0 11.2 6.7 2 / 48

６ 大腸菌群数 MPN/100mL 1000以下 51000 240000 2300 12 / 12

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - <0.5 <0.5 <0.5 4

８ 全窒素 ㎎/L - 6.7 7.9 5.1 24

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.12 0.48 0.047 24

１ フェノール類 ㎎/L - <0.005 <0.005 <0.005 6

２ 銅 ㎎/L - 0.01 0.01 <0.01 6

３ 亜鉛 ㎎/L - 0.01 0.01 <0.01 6

４ 溶解性鉄 ㎎/L - <0.02 <0.02 <0.02 6

５ 溶解性マンガン ㎎/L - <0.01 <0.01 <0.01 6

特
殊
項
目 

６ ニッケル ㎎/L - <0.008 <0.008 <0.008 2

１ アンモニア性窒素 ㎎/L - 0.15 0.85 <0.04 12

２ 燐酸態燐 ㎎/L - 0.12 0.42 0.050 12

３ 電気伝導率 mS/m - 27 31 23 48

４ 塩化物イオン ㎎/L - 15 21 10 24

５ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ㎎/L - 0.04 0.11 <0.03 6

そ
の
他
の 

項
目 

６ 非ｲｵﾝ界面活性剤 ㎎/L - - - - 0

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼ゙ ｸﾛﾛﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼ゙ ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 生活環境項目の環境基準値は、相模川（Ａ類型）に係る値である。 

備考 3 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 4 生活環境項目の平均値は、日間平均値の平均値である。また、ＢＯＤ欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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イ 相模川水系Ⅱその他-1 
鳩川 

久保 八幡橋 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ａ類型) 

又は指針値 
平均値 最大値 最小値 m / n 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 12 - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12 - - - 12

３ 水深 m - 0.45 0.54 0.32 12 0.24  0.31  0.13 12

４ 採取水深 m - 0.09   0.11  0.06 12 0.05  0.06  0.03 12

５ 流速 m/s - 0.068 0.11 0.044 12 0.49  0.64  0.23 12

６ 流量 m3/s - 0.21 0.38 0.10 12 0.29  0.45  0.14 12

７ 気温 ℃ - 20.3 32.6 7.7 12 20.0  33.2  8.6 12

８ 水温 ℃ - 18.8 23.0 12.4 12 18.4  23.3  11.3 12

９ 色相 - - - - - 12 - - - 12

１０ 透視度 cm - >30 >30 >30 12 >30 >30 >30 12

１１ 臭気 - - - - - 12 - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 12 - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 0.0005 0.0006 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 0.0007 0.0009 <0.0005 0 / 3 0.0008  0.0010  <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.5～8.5 8.2 9.2 7.4 2 / 12 7.9  8.4  7.4 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 2以下 2.2（2.8） 4.3 0.9 6 / 12 1.9（1.9） 4.7  0.8 2 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0 - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 25以下 3 6 1 0 / 12 3  7  1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 7.5以上 11.8 17.0 9.5 0 / 12 10.3  12.6  8.2 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL 1000以下 7900 22000 230 3 / 4 17000  33000  2300 4 / 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 6.4 6.4 6.4 2 6.0  6.4  5.6 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.33 0.34 0.31 2 0.23  0.35  0.10 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1 <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0 - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 生活環境項目の環境基準値は、相模川（Ａ類型）に係る値である。 

備考 3 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 4 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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鳩川 

妙奠橋 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ａ類型) 

又は指針値 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12

３ 水深 m - 0.43 0.51 0.35 12

４ 採取水深 m - 0.09 0.10 0.07 12

５ 流速 m/s - 0.53 1.1 0.054 12

６ 流量 m3/s - 0.10 0.19 0.039 12

７ 気温 ℃ - 15.8 29.1 2.4 12

８ 水温 ℃ - 15.0 20.5 7.4 12

９ 色相 - - - - - 12

１０ 透視度 cm - 30 >30 28 12

１１ 臭気 - - - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.5～8.5 8.0 8.3 7.8 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 2以下 1.5（1.7） 2.8 0.8 2 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 25以下 6 19 1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 7.5以上 10.3 12.3 8.3 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL 1000以下 2700 7000 49 2 / 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 6.0 6.7 5.3 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.094 0.11 0.077 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 生活環境項目の環境基準値は、相模川（Ａ類型）に係る値である。 

備考 3 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 4 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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姥川 

作の口 天応院 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ａ類型) 

又は指針値 
平均値 最大値 最小値 m / n 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 12 - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12 - - - 12

３ 水深 m - 0.99 1.0 0.95 12 0.42  0.53  0.32 12

４ 採取水深 m - 0.20 0.21 0.19 12 0.08  0.11  0.06 12

５ 流速 m/s - 0.041 0.052 0.029 12 0.38  0.56  0.19 12

６ 流量 m3/s - 0.11 0.15 0.072 12 0.33  0.47  0.22 12

７ 気温 ℃ - 18.8 30.3 6.5 12 19.6  30.9  8.1 12

８ 水温 ℃ - 17.7 20.2 14.6 12 17.4  23.2  11.0 12

９ 色相 - - - - - 12 - - - 12

１０ 透視度 cm - 29 >30 14 12 >30 >30 >30 12

１１ 臭気 - - - - - 12 - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 12 - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 0.0006 0.0009 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 0.005 0.007 <0.002 0 / 3 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 0.0011 0.0014 0.0009 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.5～8.5 7.2 7.4 7.0 0 / 12 7.7  8.2  7.5 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 2以下 7.3（8.6） 11 5.1 12 / 12 1.3（1.5） 2.7  0.6 2 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0 - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 25以下 7 34 1 1 / 12 2  12  <1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 7.5以上 5.3 6.6 3.8 12 / 12 9.2  10.6  7.9 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL 1000以下 2000000 4900000 790000 4 / 4 52000  130000  13000 4 / 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 6.4 6.6 6.2 2 6.1  7.5  4.6 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.95 1.8 0.10 2 0.28  0.43  0.12 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1 <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0 - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 生活環境項目の環境基準値は、相模川（Ａ類型）に係る値である。 

備考 3 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 4 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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道保川 八瀬川 

泉橋 無量光寺下 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ａ類型) 

又は指針値 平均値 最大値 最小値 m / n 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 11 - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 11 - - - 12

３ 水深 m - 0.19 0.30 0.08 11 0.67  0.78  0.55 12

４ 採取水深 m - 0.04 0.06 0.02 11 0.14  0.16  0.11 12

５ 流速 m/s - 0.56 0.74 0.40 11 0.18  0.23  0.11 12

６ 流量 m3/s - 0.23 0.38 0.11 11 0.17  0.27  0.10 12

７ 気温 ℃ - 18.1 26.1 6.8 11 19.2  32.2  7.9 12

８ 水温 ℃ - 15.5 18.9 9.4 11 17.1  21.6  11.6 12

９ 色相 - - - - - 11 - -  - 12

１０ 透視度 cm - 29 >30 18 11 >30 >30 >30 12

１１ 臭気 - - - - - 11 - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 11 - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.5～8.5 7.8 7.9 7.7 0 / 11 7.6  7.6  7.5 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 2以下 1.4（1.7） 3.8 0.5 2 / 11 1.4（1.7） 3.1  0.5 1 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0 - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 25以下 11 54 2 1 / 11 3  5  1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 7.5以上 9.2 9.9 7.6 0 / 11 9.0 10.1 7.9 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL 1000以下 14000 22000 7900 4 / 4 43000  79000  7000 4 / 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 5.9 6.1 5.7 2 8.8  9.4  8.1 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.32 0.53  0.11 2 0.17  0.28  0.050 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1 <0.0001 - -  1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0 - - -  0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 生活環境項目の環境基準値は、相模川（Ａ類型）に係る値である。 

備考 3 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 4 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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ウ 境川Ⅰ 境橋 
境川 

境橋 区分 番号 測定項目 単位 
環境基準値 

(Ｄ類型) 
平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 48

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12

３ 水深 m - 0.42 0.62  0.32 48

４ 採取水深 m - 0.08 0.12  0.06 48

５ 流速 m/s - 0.38 0.69  0.20 48

６ 流量 m3/s - 0.59 1.7  0.24 48

７ 気温 ℃ - 15.8 31.7  -4.5 48

８ 水温 ℃ - 16.3 26.6  5.2 48

９ 色相 - - - - - 48

１０ 透視度 cm - 30 >30 22 48

１１ 臭気 - - - - - 48

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 48

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 12

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 12

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 12

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 12

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 12

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 12

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 12

９ 1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 3

１０ 1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

１１ ｼｽ-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 4

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 12

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 4

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 24

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 0.0005 0.0006  <0.0005 0 / 24

１６ 1,3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾍ゚ ﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 2

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0 / 2

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 2

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 4.9 6.4   3.7 0 / 12

  硝酸性窒素 ㎎/L - 4.7 6.2   3.4 12

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - 0.29 0.50   0.19 12

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 <0.1 <0.1  <0.1 0 / 6

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 0.04 0.06  0.02 0 / 2

１ ｐＨ - 6.0～8.5 7.5 8.1  7.3 0 / 48

２ ＢＯＤ ㎎/L 8以下 5.4（6.4） 10  2.8 5 / 48

３ ＣＯＤ ㎎/L - 6.7 11  3.2 48

４ ＳＳ ㎎/L 100以下 4 24  1 0 / 48

５ ＤＯ ㎎/L 2以上 7.8 10.3  5.5 0 / 48

６ 大腸菌群数 MPN/100mL - 80000 130000  23000 12

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - <0.5 <0.5 <0.5 4

８ 全窒素 ㎎/L - 7.6 11  4.5 24

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.74 1.3  0.23 24

１ フェノール類 ㎎/L - <0.005 <0.005 <0.005 6

２ 銅 ㎎/L - 0.05 0.13  0.01 6

３ 亜鉛 ㎎/L - 0.03 0.06  0.01 6

４ 溶解性鉄 ㎎/L - 0.03 0.04  <0.02 6

５ 溶解性マンガン ㎎/L - <0.01 <0.01 <0.01 6

特
殊
項
目 

６ ニッケル ㎎/L - <0.008 <0.008 <0.008 2

１ アンモニア性窒素 ㎎/L - 1.5 3.1  0.27 12

２ 燐酸態燐 ㎎/L - 0.55 0.97  0.21 12

３ 電気伝導率 mS/m - 46 69  23 48

４ 塩化物イオン ㎎/L - 44 95  12 24

５ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ㎎/L - 0.09 0.17  <0.03 6

そ
の
他
の 

項
目 

６ 非ｲｵﾝ界面活性剤 ㎎/L - 0.015 - - 1

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 4

２ t-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

３ 1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 4

４ p-ｼ゙ ｸﾛﾛﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 4

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 <0.005 - - 0 / 1

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 0.0012 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 4

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 4

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼ゙ ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 <0.006 - - 0 / 1

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 <0.007 - - 0 / 1

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - <0.0003 - - 1

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 3 生活環境項目の平均値は、日間平均値の平均値である。また、BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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エ境川Ⅱその他－1 

境川 

二国橋 昭和橋 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ｄ類型) 

又は指針値 平均値 最大値 最小値 m / n 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 12 - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12 - - - 12

３ 水深 m - 0.41 0.51 0.36 12 0.19  0.26  0.12 12

４ 採取水深 m - 0.08  0.10  0.07 12 0.04  0.05  0.02 12

５ 流速 m/s - 0.14  0.27 0 .074 12 0.28  0.51  0.18 12

６ 流量 m3/s - 0.24  0.62  0.10 12 0.33  0.80  0.12 12

７ 気温 ℃ - 20.0  33.4  6.3 12 20.1  31.4  7.8 12

８ 水温 ℃ - 17.0  24.0  8.7 12 18.1  25.7  8.6 12

９ 色相 - - - - - 12 - - - 12

１０ 透視度 cm - 29 >30 17 12 >30 >30 >30 12

１１ 臭気 - - - - - 12 - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 12 - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.0～8.5 7.6 7.8 7.5 0 / 12 7.8  8.4  7.4 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 8以下 4.1（4.8） 8.2 2.1 1 / 12 5.0（5.3） 9.1  3.3 1 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0 - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 100以下 6 22 1 0 / 12 4  8  1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 2以上 8.7 9.9 7.2 0 / 12 9.2  12.1  6.7 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL - 50000 70000 33000 4 31000  49000  7000 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 3.3 3.6 2.9 2 5.4  6.0  4.8 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 1.5 2.8 0.21 2 3.6  6.8  0.33 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - -  1 <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - -  0 - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 3 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 
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境川 

中里橋 鶴金橋 区分 番号 測定項目 単位 

環境基準値 

(Ｄ類型) 

又は指針値 平均値 最大値 最小値 m / n 平均値 最大値 最小値 m / n

１ 天候 - - - - - 12 - - - 12

２ 前日天候（降水量） mm - - - - 12 - - - 12

３ 水深 m - 0.51 0.57 0.46 12 0.30  0.38  0.21 12

４ 採取水深 m - 0.10 0.11 0.09  12 0.06  0.08  0.04 12

５ 流速 m/s - 0.22 0.49 0.10  12 0.33  0.50  0.24 12

６ 流量 m3/s - 0.68 1.2 0.33 12 0.87  1.6  0.46 12

７ 気温 ℃ - 19.0 32.0 8.0 12 18.3  32.0  6.8 12

８ 水温 ℃ - 17.8 26.1 8.9 12 16.3  25.2  6.8 12

９ 色相 - - - - - 12 - -  - 12

１０ 透視度 cm - >30 >30 >30 12 >30 >30 >30 12

１１ 臭気 - - - - - 12 - - - 12

観
測
項
目 

１２ 外観 - - - - - 12 - - - 12

１ カドミウム ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 4

２ 全シアン ㎎/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 0 / 4 不検出 不検出 不検出 0 / 4

３ 鉛 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

４ 六価クロム ㎎/L 0.05以下 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4 <0.02 <0.02 <0.02 0 / 4

５ 砒素 ㎎/L 0.01以下 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4 <0.005 <0.005 <0.005 0 / 4

６ 総水銀 ㎎/L 0.0005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 4

７ ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

８ 四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 3

９ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0 / 2

１０ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

１１ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 3

１２ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 1以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１３ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0 / 3

１４ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.03以下 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3 <0.002 <0.002 <0.002 0 / 3

１５ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.01以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0 / 3

１６ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0 / 2

１７ チウラム ㎎/L 0.006以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１８ シマジン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

１９ チオベンカルブ ㎎/L 0.02以下 <0.002 - - 0 / 1 <0.002 - - 0 / 1

２０ ベンゼン ㎎/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3 <0.001 <0.001 <0.001 0 / 3

２１ セレン ㎎/L 0.01以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２２ 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
㎎/L 合計10以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

  硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

  亜硝酸性窒素 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

２３ ふっ素 ㎎/L 0.8以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

健
康
項
目 

２４ ほう素 ㎎/L 1以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１ ｐＨ - 6.0～8.5 7.5 7.6 7.3 0 / 12 7.5  7.7  7.4 0 / 12

２ ＢＯＤ ㎎/L 8以下 4.2（4.6） 7.2 1.9 0 / 12 3.7（4.4） 7.3  1.8 0 / 12

３ ＣＯＤ ㎎/L - - - - 0 - - - 0

４ ＳＳ ㎎/L 100以下  4 6 2 0 / 12 6  14  1 0 / 12

５ ＤＯ ㎎/L 2以上 8.8 10.3 6.9 0 / 12 8.7  10.4  6.4 0 / 12

６ 大腸菌群数 MPN/100mL - 320000 700000 49000 4 190000  330000  79000 4

７ n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L - - - - 0 - - - 0

８ 全窒素 ㎎/L - 6.4 6.9 5.8 2 4.5  4.8  4.2 2

生
活
環
境
項
目 

９ 全燐 ㎎/L - 0.69 0.80 0.57 2 0.44  0.46  0.42 2

１ クロロホルム ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

２ t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2 <0.004 <0.004 <0.004 0 / 2

３ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ㎎/L 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3 <0.006 <0.006 <0.006 0 / 3

４ p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3 <0.03 <0.03 <0.03 0 / 3

５ イソキサチオン ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

６ ダイアジノン ㎎/L 0.005以下 <0.0005 - - 0 / 1 <0.0005 - - 0 / 1

７ フェニトロチオン ㎎/L 0.003以下 <0.0003 - - 0 / 1 <0.0003 - - 0 / 1

８ イソプロチオラン ㎎/L 0.04以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

９ オキシン銅 ㎎/L 0.04以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

１０ クロロタロニル ㎎/L 0.05以下 <0.004 - - 0 / 1 <0.004 - - 0 / 1

１１ プロピザミド ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１２ ＥＰＮ ㎎/L 0.006以下 <0.0006 - - 0 / 1 <0.0006 - - 0 / 1

１３ ジクロルボス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１４ フェノブカルブ ㎎/L 0.03以下 <0.003 - - 0 / 1 <0.003 - - 0 / 1

１５ イプロベンホス ㎎/L 0.008以下 <0.0008 - - 0 / 1 <0.0008 - - 0 / 1

１６ クロルニトロフェン ㎎/L - <0.0001 - - 1 <0.0001 - - 1

１７ トルエン ㎎/L 0.6以下 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3 <0.06 <0.06 <0.06 0 / 3

１８ キシレン ㎎/L 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3 <0.04 <0.04 <0.04 0 / 3

１９ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ ㎎/L 0.06以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

２０ モリブデン ㎎/L 0.07以下 - - - 0 / 0 - - - 0 / 0

要
監
視
項
目 

２１ アンチモン ㎎/L - - - - 0 - - - 0

備考 1 「<」は、未満を示す。 

備考 2 「m／n」は、「環境基準値又は指針値を越えた検体数／総検体数」である。環境基準値又は指針値がない項目はnのみとする。 

備考 3 BOD欄中の（ ）内の数字は、日間平均値の75％値である。 

 




